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(57)【要約】
位置に基づく被験者の生理的履歴を作成するための方法
、システム、機器、およびコンピュータ可読媒体が提供
される。方法は、プロセッサの支援により、位置に基づ
く前記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情
報データを生理的データおよび外因性データと関連付け
ることにより作成することを含み得る。前記地理位置情
報データは、前記被験者上または前記被験者に付随する
地理位置情報システムの支援により取得され得る。前記
外因性データは、前記被験者の地理的位置の環境的な状
態であるか、またはそれに関係するものであり得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被験者の位置に基づく生理的履歴を作成するためのコンピュータにより実行される方法で
あって、前記方法は：
　プロセッサの支援により、前記被験者の位置に基づく生理的履歴を、前記被験者の地理
位置情報データを、生理的データおよび外因性データと相関付けることにより作成するこ
とを含み、
　前記地理位置情報データは、前記被験者上の、またはそれに付随するする地理位置情報
システムの支援により取得され、ならびに
　前記外因性データは、前記被験者の地理的位置における環境的な状態であるか、または
それに関するものである方法。
【請求項２】
前記生理的データが、前記被験者上の、またはそれに付随するポイント・オブ・サービス
・システムの支援により取得される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記生理的データが、前記被験者の地理的位置において取得される、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
前記生理的データが、タンパク質濃度、血圧、呼吸パターン、白血病数、赤血病数、心拍
数、体温、血圧、ＤＮＡ／ＲＮＡ発現、薬物濃度、皮膚伝導性、手の震えの量、または代
謝物濃度の少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記外因性データが、前記被験者の前記位置への訪問の、前に、間に、または後に収集さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記外因性データが、温度、大気圧、湿度、露点、風速、前記被験者により摂取される食
物、またはアレルゲン、花粉、病原体、一酸化炭素、または毒素の濃度の少なくとも１つ
を含む請求項１に記載の方法
【請求項７】
前記地理位置情報データが、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報システ
ムの支援により取得される請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記地理位置情報システムが、無線三角測量またはグローバル・ポジショニング・システ
ム（ＧＰＳ）を用いる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記地理位置情報システムが、前記被験者から外因性データまたは生理的データを取得す
るために構成される、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記被験者の位置に基づく生理的履歴を：（ｉ）前記被験者、（ｉｉ）ヘルスケア提供者
、（ｉｉｉ）保険提供者、または（ｉｖ）薬局に送信することを更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
前記被験者の位置に基づく生理的履歴を、他の被験者の位置に基づく生理的履歴に相関付
けることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
被験者の位置に基づく生理的履歴を生成するためのコンピュータにより実行される方法で
あって、前記方法は：
　プロセッサの支援により、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データおよび個
人の行動データと相関付けることにより前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成させ
ることを含み、
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　前記地理位置情報データは、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報シス
テムの支援により取得される方法。
【請求項１３】
位置に基づく生理的履歴を生成するために、外因性データを、前記地理位置情報データ、
生理的データ、および個人の行動データと相関付けることを更に含み、前記外因性データ
は、前記環境であるか、またはそれに関するものである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記生理的データが、前記被験者上の、またはそれに付随するポイント・オブ・サービス
・システムの支援により取得される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
前記生理的データが、前記被験者の地理的位置において取得される、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１６】
前記生理的データが、タンパク質濃度、血圧、呼吸パターン、白血病数、赤血病数、心拍
数、体温、血圧、ＤＮＡ／ＲＮＡ発現、薬物濃度、皮膚伝導性、手の震えの量、または代
謝物濃度の少なくとも１つを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
前記地理位置情報データが、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報システ
ムの支援により取得される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
前記地理位置情報システムが、無線三角測量またはグローバル・ポジショニング・システ
ム（ＧＰＳ）を用いる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記地理位置情報システムが、前記被験者から外因性データまたは生理的データを取得す
るために構成される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
前記個人の行動データが、ソーシャルネットワーク、インターネット、通信レポジトリ―
、小売業者、マルチメディアレポジトリ―、銀行、または信用金庫より構成される群から
選ばれる少なくとも１つのソースから収集される、請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
前記個人の行動データが、前記被験者の、または前記被験者に関係する通信機器もしくは
マルチメディア機器から取得される、請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
前記通信機器またはマルチメディア機器がポータブルである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
前記個人の行動データが、ソーシャルネットワーキングデータ、通信データ、購買履歴、
またはマルチメディアデータの少なくとも１つを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２４】
前記通信データが、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）テクスト・メッセージン
グ、マルチメディア・メッセージ・サービス（ＭＭＳ）テクスト・メッセージング、電話
での会話、またはインスタント・メッセージより成る群から選ばれる、請求項２３に記載
の方法。
【請求項２５】
前記被験者の位置に基づく生理的履歴を：（ｉ）前記被験者、（ｉｉ）ヘルスケア提供者
、（ｉｉｉ）保険提供者、または（ｉｖ）薬局に送信することを更に含む、請求項１２に
記載の方法。
【請求項２６】
前記被験者の位置に基づく生理的履歴を、他の被験者の位置に基づく生理的履歴と相関付
けることを更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２７】
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前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成するためのコンピュータにより実行される方
法であって、前記方法は：
　プロセッサの支援により、前記被験者の地理位置情報データを、個人の行動データおよ
び外因性データと相関付けることにより、前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成さ
せることを含み、
　前記地理位置情報データは、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報シス
テムの支援により取得され、および
　前記外因性データは、前記被験者の地理的位置における環境的な状態であるか、それに
関するものである方法。
【請求項２８】
前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成するためのコンピュータにより実行される方
法であって、前記方法は：
　プロセッサの支援により、前記被験者の地理位置情報データを生理的データ、外因性デ
ータおよび個人の行動データの任意の２つと相関付けることにより、前記被験者の位置に
基づく生理的履歴を生成することを含み、
　前記地理位置情報データは、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報シス
テムの支援により取得される方法。
【請求項２９】
疾患状態の診断、予後または治療を支援するために、被験者の位置に基づく生理的履歴を
作成するための方法を実行する、機械に実行可能なコードを含むコンピュータ可読媒体で
あって、前記媒体は：
　プロセッサの支援により、前記被験者の地理位置情報データを生理的データ、および外
因性データと相関付けることにより、前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成するこ
とを含み、
　前記地理位置情報データは、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報シス
テムの支援により取得され、および
　前記外因性データは、前記被験者の地理的位置における環境的な状態であるか、それに
関するものである媒体。
【請求項３０】
被験者の位置に基づく生理的履歴を作成するための方法を実行する、機械に実行可能なコ
ードを含むコンピュータ可読媒体であって、前記媒体は：
　プロセッサの支援により、前記被験者の地理位置情報データを生理的データ、および個
人の行動データと相関付けることにより、前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成す
ることを含み、
　前記地理位置情報データは、前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報シス
テムの支援により取得される媒体。
【請求項３１】
健康監視機器であって、以下を含む機器：筐体；
　前記筐体内の地理位置情報モジュールであって、前記地理位置情報モジュールは、１つ
以上の被験者の地理的位置において、地理位置情報データを取得するために構成され；お
よび
　前記筐体内のポイント・オブ・サービス・モジュールであって、前記ポイント・オブ・
サービス・モジュールは、前記１つ以上の地理的位置において、前記被験者の生物学的サ
ンプル中の検体の濃度を検出するために構成される。
【請求項３２】
前記健康管理機器が、外因性データを取得するための別のモジュールを更に含む、請求項
３１に記載の機器。
【請求項３３】
前記健康管理機器が、前記被験者に、ｉ）前記地理位置情報データ、ｉｉ）前記生理的デ
ータ、またはｉｉｉ）前記被験者の位置に基づく生理的履歴を表示するために構成された



(5) JP 2016-504057 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

グラフィカル・ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）を更に含む、請求項３１に記載の
機器。
【請求項３４】
健康監視システムであって：
　ｉ）　地理位置情報データを取得するために構成された地理位置情報モジュールであっ
て、前記地理位置情報データは被験者の地理的位置を含み；および
　ｉｉ）　前記被験者から生理的データを取得するために構成された、ポイント・オブ・
サービス・モジュールを含む健康管理機器を含み；
　作動可能に前記健康管理機器に連結されたサーバーであって、前記サーバーは、前記健
康管理機器から、前記地理位置情報データおよび生理的データを収集するために構成され
たサーバーを含み、
　前記サーバーは、プロセッサの支援により、前記地理位置情報データを前記生理的デー
タおよび前記外因性データに相関付けるために構成され、前記外因性データは、前記地理
的位置における環境的な状態であるか、またはそれに関係するものであるシステム。
【請求項３５】
前記外因性データを検出するために構成された、１つ以上のセンサーを更に含む、請求項
３４に記載のシステム。
【請求項３６】
前記健康監視システムが、前記被験者に関する健康情報を作成するために構成され得る請
求項３４に記載のシステム。
【請求項３７】
前記被験者にｉ）前記地理位置情報データ、ｉｉ）前記生理的データ、またはｉｉｉ）前
記被験者の位置に基づく生理的履歴を表示するために構成されたグラフィカル・ユーザー
・インターフェース（ＧＵＩ）を含む、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３８】
前記健康監視システムが、前記被験者に関する健康情報を作成するために構成される、請
求項３４に記載のシステム。
【請求項３９】
健康監視システムであって、前記システムは：
　プロセッサの支援により、被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外因性デー
タおよび個人の行動データの任意の２つと相関付け、それにより前記被験者の疾患状態の
診断、予後または治療を支援するために構成されたコンピュータシステムを含み、
　前記地理位置情報データは、前記被験者の地理的位置であるか、それに関係し、前記外
因性データは、前記地理的位置における環境的な状態であるか、またはそれに関係し
、および
　前記生理的データおよび個人の行動データは、前記被験者のものであるか、またはそれ
に関係するものであるシステム。
【請求項４０】
前記コンピュータシステムが、被験者から生理的データを取得するために構成された健康
管理機器と操作可能に連結される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
前記健康管理機器が、地理位置情報データを取得するための、地理位置情報モジュールを
含む、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
前記コンピュータシステムが、前記生理的データ、外因性データおよび個人の行動データ
の任意の２つを収集するために構成される、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
前記コンピュータシステムが、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外因
性データおよび個人の行動データの任意の２つと関連付けるために構成される、請求項３
９に記載のシステム。
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【請求項４４】
前記コンピュータシステムを有する筐体を更に含む、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４５】
前記地理位置情報データが、前記筐体中の地理位置情報モジュールの支援により収集され
る、請求項４４に記載のシステム。
【請求項４６】
前記被験者の健康に関する警告を提供するための方法であって、前記方法は：プロセッサ
の支援により、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データおよび外因性データと
相関付けることを含み、前記外因性データは、前記被験者が居住するか、または訪問を計
画する位置の環境的な状態に関し；および
　前記相関が統計的に有意なときに、前記相関に基づき前記被験者の健康に関する警告を
提供することを含み、
　前記生理的データは、前記位置への訪問中またはそれに続いて収集される、方法。
【請求項４７】
前記外因性データが、前記被験者の前記位置への訪問の、前に、間に、または後に収集さ
れる、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
前記地理位置情報データが前記被験者上の、またはそれに付随する地理位置情報システム
の支援により取得される、請求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
前記地理位置情報システムが、無線三角測量またはグローバル・ポジショニング・システ
ム（ＧＰＳ）を用いる、請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
前記地理位置情報システムが、前記被験者から外因性データまたは生理的データを取得す
るために構成される、請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
前記生理的データが、タンパク質濃度、血圧、呼吸パターン、白血病数、赤血病数、心拍
数、体温、血圧、ＤＮＡ／ＲＮＡ発現、薬物濃度、皮膚伝導性、手の震えの量、または代
謝物濃度の少なくとも１つを含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項５２】
前記外因性データが、温度、空気圧、湿度、露点、風速、前記被験者により摂取される食
物、またはアレルゲン、花粉、病原体、一酸化炭素、もしくは毒素の濃度の少なくとも１
つを含む、請求項４６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
相互参照
　本出願は、参照によりその全体が全ての目的で本出願に組み込まれる、２０１２年１０
月２３日に出願された、米国特許仮出願第６１／７１７，６１９号による優先権を主張す
る。
【０００２】
発明の背景
　人の健康および満足できる生活状態は、その人の生理的属性（例えば、遺伝的性質）ば
かりでなく、その人が遭遇する環境によっても決定される。例えば、その人が、その人の
職場で高濃度のウイルスに曝露されている場合、その人は病気にかかり得る。別の例とし
て、その人は、ウイルスを持った人の近傍にいるときに、ウイルスに曝露され得る。
【０００３】
　疾患状態を診断および／または治療する従来の方法およびシステムは、一連の深刻な欠
点に苦しんでいる。第一に、そのようなシステムおよび方法は、被験者の環境、および前
記被験者の空間および時間における配置の間の関係を引き出す能力がない。例えば、被験
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者が高い濃度の病原体に曝露されている場合、前記被験者は、通常は、その曝露を検出し
、および可能性のある何らかの疾患状態の発現を防止する手段を探す能力を有さない。第
二に、前記被験者を診断および治療するためのアプローチは、前記被験者がいつ病原体に
曝露された可能性があるかを、正確に決定する能力を有さない。そのような情報は、前記
被験者が曝露された病原体の種類を同定し、および目的の治療法を提供するために不可欠
であり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
発明の要旨
　被験者を診断および治療するための従来のシステムおよび方法に付随する制限の観点か
ら、被験者が、前記被験者の健康または満足できる生活状態に与える前記被験者の環境の
影響を評価することを可能にするシステムおよび方法に対する必要性がある。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、被験者の地理的な場所に基づく履歴（または地理位置情報履
歴）を、任意の１つ、２つ、または３つの生理的データ、個人の行動データまたは予後、
治療、ライフスタイル、および旅行計画を含む、健康、医学的、および診断、ライフスタ
イルの意思決定を増強するための外因性データとの迅速および自動的な統合を可能にする
システムおよび方法が提供される。ある場合には、そのようなシステムおよび方法は、被
験者の健康に影響を与え得る多くの外因性因子が、位置に依存する（本明細書では「位置
に基づく」でもある）ことの認識を利用する。被験者の位置の変化を時間の関数として評
価し、および前記被験者の特定の場所における、生理的、外因性および／または個人的な
どのように前記被験者の健康（生理的または精神的健康を含む）、またはライフスタイル
に、被験者の環境がどのように影響したか、現在影響しつつあるか、またはその後にどの
ように影響し得るかをの決定を可能にする。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、位置に基づくデータは、被験者の環境を特性化し、および学
ぶために極めて重要な情報を提供する。追加的な情報源が、被験者の、ソーシャルネット
ワーキングデータ、通信、購買履歴、およびマルチメディアデータ（本明細書では集合的
に「個人の行動データ」と称される）を含む、環境を特性化するために、位置に基づくデ
ータの総合的な解釈および評価を改善できる。例えば、被験者のソーシャルネットワーク
から収集された情報により、社会化パターン、懇親会に集う可能性のある人々の数および
年齢、ならびにその人のソーシャルネットワークの旅行パターンなどの環境的な入力を更
に特性化および解決できる。通信情報は、被験者のソーシャルネットワークの強度、質、
およびサイズを特徴化することを支援すると共に、マラソンのための日常の訓練などの、
被験者の趣味および活動についての情報を提供する。購買履歴は、被験者の食事、化粧品
および料理の本の選択、および運動の習慣などの、被験者の外因性およびその人の行動の
入力に対して追加的な洞察を提供する。位置に基づく情報は、写真、ビデオ、および音声
などのマルチメディアデータにより増加され得る。そのような情報は、気候、空気の質お
よび水質、動植物、人口密度、および食品の選択肢などの位置に基づく環境を特性化でき
る。
【０００７】
　一実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成するための、コンピュータに
より実行される方法が提供され、前記方法は：プロセッサの支援により、位置に基づく前
記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情報データと生理的データおよび外因性
データを相関付けることにより生成することを含み、前記地理位置情報データは、前記被
験者上または前記被験者に付随する地理位置情報システムの支援により取得され、および
前記外因性データは、前記被験者の地理的位置における環境的な条件であるか、またはそ
れに関するものである。いくつかの実施形態では、前記方法は、更に前記位置に基づく前
記被験者の生理的履歴を、（ｉ）前記被験者、（ｉｉ）ヘルスケア提供者、（ｉｉｉ）保
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険提供者、または（ｉｖ）薬局に送信することを含み得る。いくつかの実施形態では、前
記方法は、更に前記位置に基づく前記被験者の生理的履歴を、他の被験者の位置に基づく
生理的履歴に相関付けることを含み得る。
【０００８】
　別の実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成するための、コンピュータ
により実行される方法が提供され、前記方法は：プロセッサの支援により、位置に基づく
前記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データおよび行
動データに相関付けることにより生成することを含み、前記地理位置情報データは、前記
被験者上または前記被験者に付随する地理位置情報システムの支援により取得される。い
くつかの実施形態では、前記方法は、位置に基づく生理的履歴を生成するために、前記地
理位置情報データを、その被験者の生理的データ、および行動データに関連付けることを
更に、含み、前記外因性データは、環境であるか、または環境に関するものである。いく
つかの実施形態では、前記方法は、更に前記位置に基づく前記被験者の生理的履歴を、（
ｉ）前記被験者、（ｉｉ）ヘルスケア提供者、（ｉｉｉ）保険提供者、または（ｉｖ）薬
局に送信することを含み得る。いくつかの実施形態では、前記方法は、更に前記位置に基
づく前記被験者の生理的履歴を、他の被験者の位置に基づく生理的履歴に相関付けること
を含み得る。
【０００９】
　別の実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成するための、コンピュータ
により実行される方法が提供され、前記方法は：プロセッサの支援により、位置に基づく
前記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情報データを、その被験者の行動デー
タおよび外因性データと関連付けることにより生成することを含み、前記地理位置情報デ
ータは、前記被験者上または前記被験者に付随する地理位置情報システムの支援により取
得され、および前記外因性データは、前記被験者の地理的位置の環境であるか、または環
境に関するものである。
【００１０】
　別の実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成するための、コンピュータ
により実行される方法が提供され、前記方法は：プロセッサの支援により、位置に基づく
前記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外因性
データおよび個人の行動データの内の任意の２つと関連付けることにより生成することを
含み、前記地理位置情報データは、前記被験者上または前記被験者に付随する地理位置情
報システムの支援により取得される。
【００１１】
　別の実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成する方法を実行する、機械
に実行可能なコードを含むコンピュータ可読媒体が提供され、前記方法は：プロセッサの
支援により、位置に基づく前記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情報データ
を、生理的データおよび外因性データを相関付けることにより生成することを含み、前記
地理位置情報データは、前記被験者上または前記被験者に付随する地理位置情報システム
の支援により取得され、および前記外因性データは、前記被験者の地理的位置における環
境的な条件であるか、またはそれに関するものである。
【００１２】
　別の実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成する方法を実行する、機械
に実行可能なコードを含むコンピュータ可読媒体が提供され、前記方法は：プロセッサの
支援により、位置に基づく前記被験者の生理的履歴を、前記被験者の地理位置情報データ
と生理的データおよび個人の行動データを相関付けることにより生成することを含み、前
記地理位置情報データは、前記被験者上または前記被験者に付随する地理位置情報システ
ムの支援により取得される。
【００１３】
　別の実施形態では、健康監視機器が提供され、前記機器は以下を含む：筐体；筐体内の
地理位置情報モジュールであって、前記地理位置情報モジュールは、１つ以上の被験者の



(9) JP 2016-504057 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

地理的位置における、地理位置情報データを取得するために構成され；および筐体内のポ
イント・オブ・サービス・モジュールであって、前記ポイント・オブ・サービス・モジュ
ールは、前記１つ以上の地理的位置における前記被験者の生物学的サンプル内の検体の濃
度を検出するために構成される。いくつかの実施形態では、前記健康管理機器は、外因性
データを取得するための別のモジュールを更に含み得る。いくつかの実施形態では、前記
健康管理機器は、ｉ）前記地理位置情報データ、ｉｉ）前記生理的データ、またはｉｉｉ
）前記位置に基づく前記被験者の生理的履歴を、前記被験者に表示するために構成された
、グラフィカル・ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）を更に含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、健康監視システムが提供され、前記システムは以下を含む：
以下を含む健康管理機器：ｉ）地理位置情報データを取得するために構成された地理位置
情報モジュールであって、前記地理位置情報データは、被験者の地理的位置を含み；およ
びｉｉ）前記被験者から、生理的データを取得するために構成されたポイント・オブ・サ
ービス・モジュール；前記健康管理機器に作動可能に連結されたサーバーであって、前記
サーバーは、前記健康管理機器から前記地理位置情報データおよび生理的データを取得す
るために構成され、前記サーバーは、プロセッサの支援により、前記地理位置情報データ
を、生理的データおよび前記外因性データと関連付けるために構成され、前記外因性デー
タは、前記地理的位置における環境的な条件のものであるか、またはそれに関連する。
【００１５】
　別の実施形態では、健康監視システムが提供され、前記システムは以下を含む：プロセ
ッサの支援により、被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外因性データおよび
個人の行動データの任意の２つと関連付け、それにより前記被験者の疾患状態の診断、予
後または治療を支援するために構成されたコンピュータシステムであって、前記地理位置
情報データは、前記被験者の地理的位置のものであるか、またはそれに関係し、前記外因
性データは、前記地理的位置における環境的な条件のものであるか、それに関係し、およ
び前記生理的データおよび個人の行動データは、前記被験者のものであるか、それに関係
する。
【００１６】
　別の実施形態では、被験者の健康に関する警告を提供する方法が提供され、前記方法は
以下を含む：プロセッサの支援により、被験者の地理位置情報データを、生理的データ、
外因性データおよび個人の行動データの任意の２つと関連付け、前記外因性データは、前
記被験者が居住するか、または訪問を計画する場所の環境的な条件に関連し；および前記
相関が統計的に有意である場合に、前記相関に基づいて、前記被験者の健康についての警
告を提供し、前記生理的データは、前記場所を訪問している間か、またはその後に収集さ
れる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、被験者の位置に基づく生理的履歴を生成するための方法を含
む、上記または本明細書の他の部分に記載される、システム、機器、方法またはコンピュ
ータ可読媒体では、前記方法は、疾患状態の診断、予後または治療のためのものである。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される生理的データお
よび地理位置情報データを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体で
は、前記生理的データは、前記地理位置情報データに対するタイムスタンプまたは他の識
別子を介して適合される。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される生理的データを
含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記生理的データは、
被験者上の、または関連したポイント・オブ・サービス・システムの支援により取得され
る。
【００２０】
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　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される生理的データを
含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記生理的データは、
被験者の地理的位置において取得される。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される生理的データを
含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記生理的データは、
タンパク質濃度、血圧、呼吸パターン、白血病数、赤血病数、心拍数、体温、血圧、ＤＮ
Ａ／ＲＮＡ発現、薬物濃度、皮膚伝導性、手の震えの量、または代謝物濃度の内の少なく
とも１つを含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される、被験者の地理
的位置における環境的な状態の、またはそれに関係する外因性データを含む、システム、
機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記外因性データは、前記被験者の前記
場所への訪問の、前に、間に、または後に収集される。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される外因性データを
含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記外因性データは、
以下の少なくとも１つを含む：温度、空気圧、湿度、露点、風速、前記被験者により摂取
される食物、またはアレルゲン、花粉、病原体、一酸化炭素、または毒素の濃度。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される地理位置情報デ
ータを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記地理位置情
報データは、前記被験者上または前記被験者に付随する地理位置情報システムの支援によ
り得られる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される地理位置情報シ
ステムを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記地理位置
情報システムは、無線三角測量またはグローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）
を使用する。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される地理位置情報シ
ステムを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記地理位置
情報システムは、被験者から外因性データまたは生理的データを取得するために構成され
る。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される個人の行動デー
タを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記個人の行動デ
ータは、ソーシャルネットワーク、インターネット、通信レポジトリ―、小売業者、マル
チメディアレポジトリ―、銀行、または信用金庫より成る群から選ばれる少なくとも１つ
のソースから収集される。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される個人の行動デー
タを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記個人の行動デ
ータは、被験者の、または被験者に関連した通信機器またはマルチメディア機器から取得
される。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される通信機器または
マルチメディア機器を含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、
前記通信機器またはマルチメディア機器は持ち運び可能である。
【００３０】
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　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される個人の行動デー
タを含む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記個人の行動デ
ータは、ソーシャルネットワーキングデータ、通信データ、購買履歴、またはマルチメデ
ィアデータの少なくとも１つを含む。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、上記または本明細書の他の部分に記載される通信データを含
む、システム、機器、方法、またはコンピュータ可読媒体では、前記通信データは、ショ
ート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）テクスト・メッセージング、マルチメディア・メ
ッセージ・サービス（ＭＭＳ）テクスト・メッセージング、電話での会話、またはインス
タント・メッセージより成る群から選ばれる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、本明細書で提供されるシステムまたは機器においては、前記
システムまたは機器は、外因性データを検出するために構成された１つ以上のセンサーを
含む。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、本明細書で提供されるシステムまたは機器は、被験者に関す
る健康情報を生成するために構成される。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、本明細書で提供されるシステムまたは機器は、被験者にｉ）
地理位置情報データ、ｉｉ）生理的データ、またはｉｉｉ）前記被験者の位置に基づく生
理的履歴を表示するために構成されたａグラフィカル・ユーザー・インターフェース（Ｇ
ＵＩ）を含む。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、本明細書で提供されるコンピュータシステムを含むシステム
または機器では、このコンピュータシステムは、被験者から生理的データを取得するため
に構成された健康管理機器に操作可能に連結される。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、本明細書で提供されるシステムまたは機器は、地理位置情報
データを収集するための地理位置情報モジュールを含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供されるコンピュータシステムは、生理
的データ、外因性データおよび個人の行動データの内の任意の１つ、２つ、または３つを
収集するために構成される。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、本明細書において提供される、コンピュータシステムを含む
システムでは、前記システムは、コンピュータシステムを収容する筐体を含む。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、本明細書で提供される、筐体を含むシステムまたは機器にお
いては、地理位置情報データは、筐体中の地理位置情報モジュールの支援により収集され
る。
【００４０】
　この要旨は、以下の発明の詳細な説明で更に記載される概念の単純化された形態におけ
る選択を紹介するために提供される。この要旨は、主張される主題の主要な特徴または本
質的な特性を特定することを意図しておらず、主張される主題の範囲を限定するために用
いられることを意図していない。
【００４１】
参照による組み入れ
　本明細書において言及される、全ての刊行物、特許および特許出願は、個々の刊行物、
特許および特許出願のそれぞれが、参照により組み込まれるために、あたかも明確に、お
よび個々に参照により示されるのと同程度に、参照により本明細書に組み込まれる。
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【図面の簡単な説明】
【００４２】
　図面において、
【００４３】
【図１】図１は、医学的および支援されたライフスタイルの意思決定を支援するためのワ
ークフローを示し；
【００４４】
【図２】図２は、前記被験者の健康または満足できる生活状態を監視するための本明細書
において提供されるプロットを図示するための方法を示し；
【００４５】
【図３】図３は、本明細書において提供される健康管理機器を模式的に示し；および
【００４６】
【図４】図４は、本明細書において提供される健康管理または監視システムを模式的に示
す。
【００４７】
【図５】図５は、さまざまな種類のデータが、どのように相関付けられるかの例を提供す
る。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
発明の詳細な記載
　本明細書においては、さまざまな実施形態が示されおよび記載されるが、そのような実
施形態は例としてのみ提供される。膨大な数の変形、変更、および置換が、本明細書にお
いて提供される開示を逸脱することなく、当業者により行われ得る。
【００４９】
　本明細書において使用される用語「ヘルスケア提供者」は、医学的治療および／または
医学的助言を被験者に提供する、医師または他のヘルスケア専門家を指す。ヘルスケア専
門家は、ヘルスケアシステムに関連した人または実体を含み得る。ヘルスケア専門家の例
は、内科医（開業医および専門医を含む）、外科医、歯科医、聴覚学者、医療言語聴覚士
、内科医の助手、看護婦、助産婦、薬剤師、栄養士、セラピスト、心理学者、カイロプラ
クター、診療所職員、理学療法士、採血技士、作業療法士、検眼士、救急医療技士、救急
医療隊員、医学検査技師、医学的義肢技術者、Ｘ線技師、ソーシャルワーカー、および広
範囲のさまざまな特定のタイプのヘルスケアサービスを提供するために訓練された他の人
的資源を含み得る。ヘルスケア専門家は、処方箋を書くための資格を有しても、または有
さなくてもよい。ヘルスケア専門家は病院、ヘルスケアの場所および他のサービス送達ポ
イントで勤務するか、またはそれらに属してもよく、または同時にアカデミックな訓練を
受けるか、研究および経営にあってよい。特定のヘルスケア専門家は、患者のためのケア
および治療サービスを、私的なまたは公的な居所、コミュニティ・センター、集会所また
は移動ユニットにおいて提供できる。コミュニティの医療従事者は、正式なヘルスケア施
設の外因性で勤務してもよい。ヘルスケアサービスの管理者、医学的記録および健康情報
技術者および他の支援要員は、ヘルスケア専門家もであるかまたはヘルスケア提供者に付
属してもよい。ヘルスケア専門家は、予防的、治療的、啓蒙的、またはリハビリのヘルス
ケアサービスを、個人、家族またはコミュニティに提供する個人または施設であり得る。
【００５０】
　本明細書において使用される用語「被験者」は、その健康が監視され、診断され、もし
くは治療される個人か、または監視、診断、もしくは治療を必要とする個人を指す。いく
つかの例では、被験者は、ポイント・オブ・ケア・システムのケアの下にあるか、または
それにより影響されている。被験者は患者を含み得る。ある場合には、前記被験者はヒト
の患者である。
【００５１】
　本明細書において使用される用語「場所」は、被験者が居住するかまたは訪問する位置
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または場所を指す。位置は、大陸、国、地域、地方、州、郡、市、町、または他の環境で
あり得る。位置は、経度および緯度により、ならびにある場合には、高度により特性化さ
れ得る。位置は更に、商業的店舗、レストラン、職場、個人住宅、公園、航空機、電車等
により特定され得る。位置は、同一の地理位置情報に留まり得る静的な位置であり得る。
代替的に、前記位置は、地理位置情報を相対的に移動させることができる動的位置であり
得る。
【００５２】
　本明細書において使用される用語「ポイント・オブ・サービス・システム」は、サービ
ス（例えば、検査、監視、治療、診断、ガイダンス、サンプル採集、ＩＤ検証、医学的サ
ービス、非医学的サービス等）を、前記被験者の位置において、またはその近傍において
提供する能力のあるシステムを指す。ある状況では、ポイント・オブ・サービス・システ
ムは、被験者の自宅または勤務先、グローサリー・ストア、ドラッグ・ストア、クリニッ
ク、学校等の所定の場所でサービスを提供する。ポイント・オブ・サービス・システムは
、１つ以上のポイント・オブ・サービス機器を含み得る。いくつかの実施形態では、ポイ
ント・オブ・サービス・システムは、ポイント・オブ・ケア・システムであってよい。「
ポイント・オブ・ケア・システム」は、医学に関するケア（例えば、治療、検査、監視、
診断、カウンセリング等）を、前記被験者の位置において、またはその近傍（例えば、被
験者の自宅または勤務先、グローサリー・ストア、ドラッグ・ストア、クリニック、学校
等）において提供する能力のあるシステムを指す。
【００５３】
　本明細書において使用される用語「ソーシャルネットワーク」は、社会的環境において
被験者に関連する１人以上の個人または１つ以上の実体を指す。いくつかの例では、被験
者のソーシャルネットワークの特定の態様が、ウエブで使用可能なソフトウエアなどの１
つ以上のコンピュータシステム上で作動するソフトウエアを有するソーシャルネットワー
ク提供者の支援により公開される。そのようなソーシャルネットワーク提供者の例として
は、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、ＬｉｎｋｅｄＩｎ（登録商標）、Ｔｗｉｔｔｅｒ（
登録商標）、Ｇｏｏｇｌｅ＋（登録商標）などが挙げられる。他の例では、被験者のソー
シャルネットワークは、被験者の社会的相互作用に関する、例えば、連絡先リスト、通信
履歴、従業員名簿、実体名簿、ウエブ履歴、または検索履歴などの、様々な情報を検索す
るために構成されたハードウエアおよび／またはソフトウエアの支援により、収集され、
または評価されることができる。
【００５４】
　本明細書において使用される用語「個人の行動データ」は、通信データ、ソーシャルネ
ットワーキングデータ、購買データ（例えば、購買履歴）、およびマルチメディアデータ
を指す。前記通信データは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）テクスト・メッ
セージ、マルチメディア・メッセージ・サービス（ＭＭＳ）テクスト・メッセージ、電話
での会話の記録もしくはインスタント・メッセージ・トランスクリプト、または他の通信
プロトコルを用いて行われた通信の記録を含み得る。個人の行動データの例は、ソーシャ
ルネットワーク状況の更新（例えば、「今日は、私は気分が悪い」）、テクスト・メッセ
ージ、電子メール通信、およびワールド・ワイド・ウエブ閲覧履歴（またはパターン）を
含む。いくつかの例では、個人の行動データは、前記被験者の身体的または精神的状態の
全体像、または前記被験者が、訪問したか、現在訪問しているか、または訪問を計画して
いる環境の前記被験者の評価を提供する。
【００５５】
　本明細書において使用される用語「外因性データ」は、前記被験者に対して外因性にあ
る環境的な条件を含む情報および因子を指す。いくつかの実施形態では、外因性因子（ま
たはデータ）は、監視または治療を受ける被験者にとって外因性の因子および／または実
体に関するが、前記被験者の健康または満足できる生活状態に影響を与え得るものである
。外因性データの例は、花粉濃度、アレルゲン濃度、病原体濃度、空気汚染濃度、温度、
空気圧、湿度、露点、風速および／または強度、日光による被覆（強度、光度を含む）、
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紫外線（“ＵＶ”）指数、および他の測定可能な環境の質を含み得る。ある場合には、前
記外因性データは、前記被験者に供されおよび／または摂取される食品、飲料または他の
摂取可能なものを含む。いくつかの状況では、前記食品、飲料、または他の摂取可能なも
のは、前記地理的場所において前記被験者に曝露され類（例えば、口から摂取される）。
【００５６】
　一実施例では、外因性因子は、温度などの環境的な条件である。別の例では、外因性因
子は、空港における個人の群である。いくつかの例では、外因性因子は、少なくとも部分
的に、被験者のライフスタイル因子（例えば、大量の飲酒は、アルコール摂取を反映する
）により捕捉され、被験者の健康または満足できる生活状態に影響を与え得る。一例では
、被験者のライフスタイル因子は以下を含む：前記被験者は、平均で１週間に２回戸外で
２０マイルサイクリングする；前記被験者は、毎週１時間ジムで過ごす；前記被験者は、
毎晩平均で７時間睡眠する；前記被験者は、通勤のために３ブロック歩いて電車に乗る；
前記被験者は、１週間当たり３回夕食を外食する；前記被験者は、質高級な食料雑貨品店
で食料雑貨品を月に１回購入しおよび毎週農家の市場で購入する；前記被験者は、毎週バ
ーで約３時間を過ごすために、１週間当たり少なくとも３杯のアルコール飲料を摂取する
可能性がある；前記被験者は、１週間当たり平均６０時間勤務先で過ごす；および前記被
験者は、典型的には勤務先で長時間動かないままである。
【００５７】
　本明細書において使用される用語「生理的データ」は、被験者の健康、精神または生理
的状態を指す。生理的データの例は、制限なしに、タンパク質濃度、血圧、呼吸パターン
（または速度）、白血病数、赤血病数、心拍数、ストレス・レベル、ボディー・マス・イ
ンデックス（ＢＭＩ）、体温、伝導度、気分および精神的状態（例えば、鬱）を含む。い
くつかの実施形態では、前記生理的データは、前記被験者の画像および／または前記被験
者から採集されたサンプルを含み得る。画像は、前記被験者の体重、毛髪、顔の画像、お
よび／または体位／姿勢画像に集中し得る。生理的データは、被験者からの任意の目的の
検体に関する情報を含み得る。前記生理的データは、前記被験者の場所で測定され得る。
前記生理的データは、相関を可能にするためにタイムスタンプを付けることができる。時
間的に追跡された生理的データは、経時的な生理的データの比較を可能にし得る。例えば
、検体レベル、生体指標化合物レベル、体重の増減、毛髪の増減、白髪化、顔の老齢化、
姿勢における変化が追跡および／または分析され得る。
【００５８】
　本明細書において使用される用語「地理位置情報データ」は、被験者の前記地理的場所
（または位置）の情報、またはそれに関する情報を指す。地理位置情報データタイプスタ
ンプ、経度、緯度および／または高度を含み得る。
【００５９】
　本明細書において使用される用語「クラウドコンピューティング」（または「クラウド
」）は、共有されたリソース、ソフトウエアおよび情報を、インターネットなどのネット
ワークを介するユーティリティとしてコンピュータおよび他の機器に提供されるシステム
を指す。共有されたリソースは、分配様式で提供されるが、互いに作動可能に連結された
サーバーなどの様々なコンピュータシステムを含み得る。一例では、サーバーは、イント
ラネットまたはインターネットなどのネットワークを介して互いに作動可能に連結される
。サーバーは、イントラネットまたはインターネットと通信するための、ネットワークイ
ンターフェースを含み得る。いくつかの状況では、サーバーは、他のサーバーまたは他の
機器と通信するための、通信インターフェース（例えば、ブルートゥースインターフェー
ス）を含む。
【００６０】
　前記被験者の健康は、様々な外因性因子に依存し得る。例えば、被験者の健康は、例え
ば空気媒介性、水媒介性、または食品媒介性病原体などの環境的な因子または条件により
影響され得る。別の例では、被験者の健康は、所定の場所で、ウイルスを互いに感染させ
合う病気の個人のグループなどの他の個人から影響され得る。健康に影響し得る環境的な
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因子は膨大な数である。そのような因子は、アレルゲン、病原体、薬物、毒素およびライ
フスタイル因子を含み得る。例示的な病原体は、それらに限定はされないが、ウイルス、
バクテリア、プリオン、原生動物、単細胞生命体、藻類、病原性生命体の卵、細菌、被嚢
、カビ、真菌、蠕虫、アメーバ、病原性タンパク質、寄生生物、藻類、およびウイロイド
を含む。
【００６１】
　前記被験者の健康または満足できる生活状態を、前記被験者の健康または満足できる生
活状態に影響し得る無限の環境的な状態と相関付けることは、通常は困難である。被験者
の位置変化、およびそれぞれの位置の変化に伴い、前記被験者に影響し得る環境的な状態
が変化し得る事実に部分的に起因する。いくつかの例では、外因性因子は、最適の医学的
および関連したライフスタイルの意思決定にとって極めて重要なである。しかしながら、
そのような因子を前記被験者の健康と相関付けることは迅速な、強固な、および信頼でき
るデータの収集、合成および分析の課題に少なくとも部分的に起因して、通常は困難であ
る。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、被験者の位置を有利に監視し、および前記被験者の位置を生
理的データ、外因性データおよび／または個人の行動データの１つ以上、２つ以上、また
は３つ全てと関連付けるシステムおよび方法が提供される。これは、前記被験者またはヘ
ルスケア提供者が、前記被験者の健康または満足できる生活状態への様々な環境的な状態
の影響を評価することを可能にする。いくつかの例では、これは、ｍａｙｅｎａｂｌｅ前
記被験者が、前記被験者の健康または満足できる生活状態を監視すること、または前記被
験者の健康または満足できる生活状態の予測的な評価を提供することを可能にする。いく
つかの実施形態では、１つ以上の、２つ以上の、３つ以上の、または４つ全てが、監視さ
れおよび／または相関付けられる：位置データ、生理的データ、外因性データおよび／ま
たは個人の行動データ。そのようなデータは、経時的に監視されおよび／または傾向づけ
られる。そのようなデータにおける変化は分析され得る。
【００６３】
　本明細書において提供されるシステムおよび方法は、前記被験者の健康が、履歴および
様々な因子の間の相互作用と同様に、予想される将来の軌跡に依存し得るという自覚に、
少なくとも部分的に基づく。本明細書において提供されるシステムおよび方法は、医学的
診断、予後、および治療意思決定を、被験者の生理的および生物学的特性を含む生理的因
子を測定することにより可能にする。医学的意思決定および関連したライフスタイル選択
を支援するために、そのような測定は、一変量または多変量、断面的または長期的、およ
び同一被験者で以前の時点に、および／または母集団の分布に参照され得る。
【００６４】
　いくつかの例では、生理的因子の知識を累積することにより、家族の病歴および患者の
病歴が、意思決断プロセスにおいて統合される。いくつかの例では、外因性因子（環境的
な入力）の知識も、意思決断プロセスにおいて統合される。
【００６５】
　いくつかの実施形態は、それにより環境的な因子が収集され、および被験者の位置なら
びに随意的に、前記位置と他の因子（例えば、生理的因子）とを相関付ける、システムお
よび方法が提供される。この情報は、前記被験者の位置における様々な因子の観点から前
記被験者の健康状態の予測的評価を作成することなどにより、前記被験者の医学的および
ライフスタイルの意思決定を増強するために用いられ得る。一例では、前記情報は、被験
者の健康または満足できる生活状態の進展を予測するために用いられる。別の例では、前
記情報は、被験者の病気の原因を決定するために用いられる。
【００６６】
方法
　いくつかの実施形態では、　本明細書において提供されるものは、前記被験者の疾患状
態の診断、予後および／または治療を支援するための、位置に基づく被験者の生理的履歴
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を作成するための、コンピュータにより実行される方法である。前記コンピュータにより
実行される方法は、プロセッサの支援により、位置に基づく前記被験者の生理的履歴を、
前記被験者の地理位置情報データを生理的データおよび外因性データと相関付けることに
より、作成することを含み得る。前記地理位置情報データは、前記被験者上または前記被
験者に付随する地理位置情報システムの支援により取得され得る。前記外因性データは、
前記被験者地理的位置における環境的な状態であるか、またはそれに関するものであり得
る。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、被験者の地理位置情報を捕捉することを支援するために、機
器が提供され得る。いくつかの例では、前記機器は別の個人に貸し出されるか、または盗
まれ得る。アルゴリズムが、前記データにおける偽の傾向を特定するために用いられ得る
。そのようなデータは拒絶され、および／または前記被験者により確認される。機器は、
前記被験者による安全なログインを要求するために構成され得る。身元確認の失敗は、前
記地理位置情報データを無効にする。更に、生体認証、顔認識、ジェスチャー認識、およ
び／または音声認識が、前記機器のユーザーを更に確認するために用いられ得る。
【００６８】
　図５は、データがどのように相関付けられるかの例を提供する。この例は、１週間のコ
ースにわたって測定される、２つの生理学的な測定（グルコース、ＣＲＰ）、およびその
時の位置に基づくデータ（“自宅”、“勤務先”および“外因性”位置）を示す。時系列
分析は、グルコースレベルが、自宅外で食事しているときに、より高い一方で、ＣＲＰ値
は職場でより高いことを明らかにした。検体レベル、生体標識化合物、または任意の他の
生理的状態の相関は、地理的位置、外因性位置、および／または個人の行動データなどの
他のタイプのデータとも作成され得る。いくつかの実施形態では、地理位置情報データ、
生理的データ、外因性データおよび個人の行動データの１つ以上が、互いに相関付けられ
る。実施形態では、地理位置情報データは、生理的データ、外因性データおよび個人の行
動データの１つ以上に相関付けられる。別の実施形態では、個人の行動データは、地理位
置情報データ、生理的データおよび外因性データと相関付けられる。別の実施形態では、
生理的データは、地理位置情報データ、外因性データおよび個人の行動データと相関付け
られる。別の実施形態では、外因性データは地理位置情報データ、生理的データおよび個
人の行動データと相関付けられる。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、位置に基づく被験者の生理的履歴は、前記被験者の地理位置
情報データを生理的データ、外因性データおよび個人の行動データの２つ以上と相関付け
ることで作成される。いくつかの例では、前記相関は、時系列分析、生存率分析およびパ
ターン認識から選ばれる。ある場合には、前記相関は、分類（例えば、サポートベクター
マシン）、クラスタリング（例えば、階層クラスタリング、ｋ－最近傍）、回帰（例えば
、神経ネットワーク）、および／または確率的図形モデル（例えば、ベイジアン（Ｂａｙ
ｅｓｉａｎ）およびマルコフ（Ｍａｒｋｏｖ）ネットワーク、協調フィルタリング・アン
サンブル（ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ　ｅｎｓｅｍｂｌｅ）法、
および画像分析）の使用を含む。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、前記位置に基づく前記被験者の生理的履歴は、前記被験者の
地理位置情報データを、前記被験者の生理的データおよび個人の行動データと関連付ける
ことにより作成される。いくつかの例では位置に基づく生理的履歴を作成するために、前
記外因性データは、前記地理位置情報データ、生理的データ、および個人の行動データと
関連付けられ、前記外因性データは環境のデータか、または環境に関係するデータである
。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、位置に基づく生理的履歴は、前記被験者の地理位置情報デー
タを、個人の行動データおよび外因性データと関連付けることにより作成される。前記個
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人の行動データは、外因性データの前記被験者の健康または満足できる健康状態への何ら
かの影響についての情報を提供し得る。一例では、被験者のＦａｃｅｂｏｏｋ（登録商標
）またはＬｉｎｋｅｄｉｎ（登録商標）の状況の更新は、前記被験者が、前記被験者の地
理的場所の訪問に続いて、病気になったことを示す。
【００７２】
　ある場合には、生理的データは、前記被験者の上の、またはそれに付随するポイント・
オブ・サービス・システム（以下を参照のこと）の支援により取得される。前記ポイント
・オブ・サービスシステムは、実体または流体サンプルを前記被験者から採集するために
構成されることができ、および（ａ）サンプル処理、遠心分離、磁気的分離、および化学
的処理より成る群から選ばれる少なくとも１つのサンプル調製手順を遂行するために構成
されることができ、および／または（ｂ）免疫検定、核酸検定、受容体に基づく検定、サ
イトメトリ検定、比色検定、酵素的検定、電気泳動的検定、電気化学的検定、分光学的検
定（例えば、質量分析法、赤外分光法、Ｘ線光電子分光法）、クロマトグラフィー検定、
顕微鏡検定、形態的検定、熱量測定検定、濁度検定、凝集検定、放射性同位体検定、粘度
測定検定、凝固検定、凝血時間検定、ＲＮＡ発現検定、タンパク質合成検定、実体学的検
定、培養物検定、オスモル濃度検定、抗原検定、抗体検定、遺伝子型決定検定、および／
または他のタイプの検定またはそれらの組み合わせより成る群から選ばれる、少なくとも
１つのまたは複数のタイプの検定を遂行するために構成され得る。いくつかの実施形態で
は、前記サービスシステムは、Ｈｏｌｍｅｓらの、米国特許出願第１３／２４４，９４７
号（“ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＡＮＡＬＹＳＩ
Ｓ”）に記載されるものの如くであり、この出願の内容はその全体が本明細書に組み込ま
れる。
【００７３】
　ある場合には、前記ポイント・オブ・サービス・システムは静止的（例えば、卓上）ま
たは可動システムである。いくつかの例では、前記ポイント・オブ・サービス・システム
は、前記被験者により運ばれるためか、または前記被験者の体の一部分（または体の領域
）に貼り付けるために構成されたパッチである。一例では、前記ポイント・オブ・サービ
ス・システムは、前記被験者の皮膚に貼り付けるために構成されたパッチである。前記パ
ッチは、前記被験者の体の一部（例えば、腕、手首）に取り付けるために構成され得る。
他の例では、前記ポイント・オブ・サービス・システムは、前記被験者により摂取され、
前記被験者の近傍にあるか、または遠隔の場所にある制御システムと通信するために構成
された、１つ以上の錠剤または粒子（例えば、ナノ粒子）を含む。本明細書において提供
されるシステムおよび方法において使用され得るパッチなどの他の機器およびシステム例
は、米国特許出願第２００５／０１００９３７号（“ＭＥＤＩＣＡＬ　ＤＥＶＩＣＥ　Ｆ
ＯＲ　ＡＮＡＬＹＴＥ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＡＮＤ　ＤＲＵＧ　ＤＥＬＩＶＥＲＹ”
）に含まれ、その内容の全体は本明細書に組み込まれる。
【００７４】
　前記ポイント・オブ・サービス・システムは、前記被験者、前記被験者一部分、または
前記被験者から収集されたサンプルの画像を捕捉し得る、１つ以上の画像化機器を利用し
得る。前記画像は、経時的に捕捉され得る。体重の増減、外周の変化、身長の変化、髪の
増減、白髪化、顔の老化、顔の表情、姿勢の変化、実体／細胞の形態、または体温などの
前記被験者の生理的データが監視および／または分析され得る。そのような生理的データ
は、他のタイプのデータと相関付けられ得る。
【００７５】
　実施形態では、前記生理的データは、前記被験者の地理的位置において取得される。あ
る場合には、前記生理的データは、所定の、ユーザーにより定められた、またはシステム
により定められた間隔で（ユーザーまたはシステムの要求に応じて）、前記被験者が駐在
する位置において取得される。他の場合には、前記生理的データは、継続的に、または所
定の間隔内で継続的に取得される。一例では、前記被験者は、第一の位置から第二の位置
に移動し、および前記被験者から、生理的データが第一のおよび第二の位置のそれぞれで
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取得される。
【００７６】
　いくつかの例では、前記位置に基づく前記被験者の生理的履歴が、（ｉ）前記被験者、
（ｉｉ）ヘルスケア提供者、（ｉｉｉ）保険提供者、（ｉｖ）薬局、または（ｖ）承認さ
れた受取者に送信される。ある場合には、前記位置に基づく生理的履歴は、承認されたユ
ーザーによる履歴へのアクセスを提供し得るサーバーに送信される。ある場合には、前記
被験者は、１人以上のユーザーの前記被験者の位置に基づく生理的履歴へのアクセスへの
制限を選択する。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、前記位置に基づく前記被験者の生理的履歴は、別の被験者位
置に基づく生理的履歴と相関付けられる。一例では、第一の被験者が、第一の被験者の満
足できる生活状態における変化を経験する場合、ａ変化の原因は、第二の被験者の位置に
基づく生理的履歴を、第一の被験者の前記健康または満足できる生活状態に影響する可能
性を有する外因性因子について、精査することにより決定され得る。前記第一のおよび第
二の被験者は、同じ位置を、同じ時間に、または異なった時点に訪問した可能性があるが
、前記第一の被験者の満足できる生活状態における変化の可能な原因は、前記位置からの
外因性データを、前記第二の被験者の生理的または個人の行動データと相関付けることに
より決定され得る。
【００７８】
　前記個人の行動データは、ソーシャルネットワーク、インターネット、通信レポジトリ
―、小売業者、マルチメディアレポジトリ―、銀行または信用金庫より選ばれる少なくと
も１つのソースから収集され得る。前記個人の行動データは、前記被験者の、または前記
被験者に関連する通信機器および／またはマルチメディア機器から取得され得る。前記通
信機器および／またはマルチメディア機器は、ポータブル機器であってよい。ポータブル
機器は、タブレットパーソナルコンピュータ（ＰＣ）（例えば、Ａｐｐｌｅ　ｉＰａｄ、
　Ａｎｄｒｏｉｄを可能にするタブレット、Ｓａｍｓｕｎ　Ｇａｌａｘｙ、Ｂｌａｃｋｂ
ｅｒｒｙ　タブレット）、スレートＰＣ、スマートフォン（例えば、Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈ
ｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄを可能にする電話）、ラップトップＰＣ、またはＧＰＳ機器であ
ってよい。
【００７９】
　いくつかの実施形態は、医学的（例えば、疾患）状態の診断、予後および／または治療
を支援するための、位置に基づく被験者の生理的履歴を生成するためのコンピュータによ
り実行される方法を提供する。ある場合には、このことは、前記被験者の地理位置情報デ
ータを、１）外因性データ、２）個人の行動データ、３）生理的データ、４）生理的デー
タおよび外因性データ、５）生理的データおよび個人の行動データ、６）外因性データお
よび個人の行動データ、または７）生理的データ、外因性データおよび個人の行動データ
と相関付けることにより位置に基づく前記被験者の生理的履歴を作成することを含む。前
記位置に基づく生理的履歴は、疾患状態の診断、予後、治療を支援するため、および／ま
たは健康監視システムに情報を提供するために用いられ得る。
【００８０】
　一例では、被験者が場所を訪問すると、前記被験者の地理位置情報機器は、ＧＰＳまた
は他の全地球的航法衛星システムの支援により、前記被験者の位置を測定し、および記録
前記被験者の位置およびどの時点で前記位置が記録されたかのタイプスタンプを記録する
。前記地理位置情報機器に、ネットワークなどを介して連結された、健康管理システム（
例えば、１つ以上のプロセッサを有するサーバー）は、前記位置情報（地理位置情報デー
タ）を、前記地理位置情報機器から検索し、および前記被験者の前記位置の訪問に先立つ
、その間の、またはそれに先立つ、およびその間の両方の時点または時間間隔に関連する
前位置に関連した外因性データを検索する。例えば、前記健康管理システムは、前記タイ
プスタンプに対応する時点における前記位置における花粉濃度を検索する。ある場合には
、前記位置情報は、前記地理位置情報機器に保存され、および後の時点で前記健康管理シ
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ステムに送信される。前記健康管理システムは、次いで、前記花粉濃度が、前記被験者の
花粉に対するアレルギーを有する機会を増加し得る、許容される閾値を越えるか否かを決
定し得る。もし前記花粉濃度が、前記許容される閾値を越える場合、前記健康管理機器は
、前記被験者に警告を送信し得る。即時の例においては、前記システムは、前記被験者が
、前記花粉に対するアレルギー反応を有するリスクにさらされているか否かを決定するた
めに、前記地理位置情報データを前記外因性データに関連付ける。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、地理位置情報データは、例えば、約１秒～６０分、または１
０秒～３０分、または３０秒～１５分などの間隔において、個別の時点で収集される。い
くつかの状況では、地理位置情報データは、１分毎、１０分毎、または１、２、４、６、
８、１２、１６、２０、または２４時間毎の個々の時点で収集される。ある場合には、前
記地理位置情報データは継続的に収集される。他の場合には、地理位置情報データは被験
者の要望により収集される。
【００８２】
　ある場合には、前記地理位置情報データは、経度および緯度を含む。他の場合には、前
記地理位置情報データは、経度、緯度および高度を含む。ある場合には、前記地理位置情
報データは、無線三角測量を用いて収集される。一例では、被験者の位置を決定するため
に、無線三角測量はＩＥＥＥ　８０２．１１標準を用いる。他の状況では、前記地理位置
情報データは、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）を用いて収集され得る
。前記グローバル・ポジショニング・システムは、前記グローバル・ポジショニング・シ
ステムを有する前記機器の位置を決定するために、２、３、または４またはそれより多い
衛星からの信号を用いる。地理位置情報システムは、ＧＰＳとともにまたはその代わりに
、街頭カメラ、コンピュータ上のカメラ、自動車の追跡機器、携帯電話の通信塔、または
広域情報サーバー（ＷＡＩＳ）も用い得る。いくつかの機器は、運転の癖を記録し得る。
位置は、決定された位置を有するコンピュータ／ネットワークへのログインなどの位置を
示唆する複数の活動、または特定の店舗位置での、クレジットカードによる顔バイなどの
個人の行動データにより、推測されることもできる。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、前記外因性データは、被験者上の、または被験者に関連した
システムにより収集される。前記システムは、外因性データおよび地理位置情報データ、
外因性データおよび生理的データ、その３つの全て、またはいくつかのデータ他の組み合
わせを収集する能力を有する機器であり得る。例えば、前記機器は、大気温度または空気
を含む環境中のアレルゲン濃度を測定し得る。代替的に、前記システムは第三者のデータ
ベースまたは情報コレクター（例えば、データマイニングシステム、クローラーを持つサ
ーバー）から、外因性データを収集し得る。前記システムは、そのような場合、そのよう
な情報を収集するためのデータマイニングシステムおよびソフトウエアを含み得る。例え
ば、前記機器は、前記被験者が訪問した地理的位置における温度、紫外線指数または風速
を取得するためにデータベースにアクセスし得る。ある場合には、前記システムはソフト
ウエアおよびある場合には自己学習様式で情報を収集するために構成されたハードウエア
を含み得る。一例では、前記システムは、被験者のネットワーク活動（例えば、頻繁に訪
問するウエブサイト）から学習でき、および個人の行動データおよび外因性データを前記
被験者のネットワーク活動から収集し得る。
【００８４】
　いくつかの例では、前記生理的データは、前記被験者上または前記被験者に付随するシ
ステムにより得られるか、またはそれらにより測定され得る。前記システム１つ以上の機
器を利用し得る。ある場合には、前記システムは、直接に前記被験者の健康には関係しな
い目的で、前記被験者が携行する、時計、スマートフォン、ポータブルＰＣまたはタブレ
ットＰＣなどの機器を含み得る。そのような機器は、前記被験者の地理位置情報を測定す
るために構成され得る。
【００８５】
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　前記システムは、生理的データをそのような機器上のアプリケーションを介して取得し
得る。一例では、前記機器は、前記被験者の近傍にあるストラップまたはパッチと通信す
ることにより、アプリケーション中で心拍数を測定し、および前記情報を、サーバーなど
の別の機器に送信する。前記生理的データは、ポイント・オブ・サービスシステムにより
取得され得る。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、前記個人の行動データは、ソーシャルネットワーク、インタ
ーネット、通信レポジトリ―、小売業者、マルチメディアレポジトリ―および／または信
用金庫から収集される。いくつかの実施形態では、前記個人の行動データは、購買履歴、
通信、ソーシャルネットワーク情報および／またはマルチメディアを含む。いくつかの状
況では、前記個人の行動データは、システム前記被験者上または前記被験者に付随するシ
ステムを用いて収集される。前記システムは、前記被験者が、自身と共に携行する例えば
スマートフォンなどの機器を含み得る。前記システムは、パーソナルコンピュータ、電話
および／またはカメラを含み得る。いくつかの実施例では、前記システムは、１つ以上の
機器から情報を収集し、およびそれを無線的にサーバーに送信する。代替的に、前記シス
テムは、前記被験者の電話、カメラ、および／またはタブレット機器がコンピュータに接
続されたときに、および／また前記被験者のコンピュータまたはパーソナルコンピューテ
ィング機器がインターネットに接続した時に、個人の行動データを収集し得る。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、前記地理位置情報システムは、地理位置情報データを取得す
る。ある場合には、前記地理位置情報システムも、外因性データ、前記被験者から生理的
データおよび／または個人の行動データを取得するために構成され得る。例えば、前記地
理位置情報システムがポータブル電子機器を含む場合、前記機器は、外因性データ、生理
的データおよび／またはその人の行動を収集する能力ある他の機器と通信するために構成
され得る。例えば、前記地理位置情報システムは、スマートフォンのＧＰＳを用いるか、
または無線三角測量を介して前記被験者の位置を記録し、生理的データをストラップ、パ
ッチから、またはポイント・オブ・サービス・システムと通信することにより収集し、外
因性データをサーバーから収集し、および前記被験者の前記スマートフォンの使用から、
個人の行動データを収集する、スマートフォンのアプリケーションを含むことができる。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、前記位置に基づく生理的履歴は、作成された後に例えば、前
記位置に基づく生理的は、前記被験者、ヘルスケア提供者、保険提供者および／または薬
局に送信される。前記位置に基づく生理的履歴は、サーバーで作成されることができ、お
よび次いで、特定のログイン情報、または資格を持つ実体がアクセスし得るクラウドに送
信される。一例では、前記被験者、前記被験者の医師、ヘルスケア提供者、保険提供者お
よび／または薬局は、前記被験者の位置に基づく生理的履歴前記を取得するために、クラ
ウドへのアクセスを有する。
【００８９】
　前記地理位置情報システムは、地理位置情報データを、外因性データ、生理的データま
たは個人の行動データの１つ以上、２つ以上、または全てと相関付けできる。いくつかの
状況では、そのような相関は、前記地理位置情報システムから遠隔にあるサーバー上で実
行され得る。そのような場合には、データは前記サーバーに送信されることができ、およ
び前記相関付けは前記サーバー上で実行され得る。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、第一の被験者の位置に基づく生理的履歴は、第二の被験者の
位置に基づく生理的履歴と相関付けられ、および／またはそれと比較される。前記２人の
被験者はは、関係があり（例えば、家族の一員）、共同居住者、ルームメート、乗客、同
僚等であってよい。いくつかの例では、前記２人の被験者は、彼らの地理位置情報データ
に基づいて関係がある。例えば、彼らは同じ地理的位置を訪れおよび／またはしばしば訪
れることができる。他の場合には、前記２人の被験者は彼らの生理的データに基づいて関
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係することができる。例えば、彼は同じ状態および／または症状を有することができ、お
よび／または彼らの測定された生理的データは同様であり得る。他の場合には、前記２人
の被験者は、本明細書に記載される前記データ収集とは関係がない他の様式において関係
できる。例えば、彼らは同じ年齢、同じ体重であり、および／または同様の健康履歴を有
することができる。前記２人の被験者は、関係していても、またはしていなくてもよい。
前記被験者は、同様の遺伝子型を有しても、または有さなくてもよい。前記被験者は、相
同遺伝子のサブセットを有しても、または有さなくてもよい。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、前記２人の被験者の位置に基づく生理的履歴の相関は、第三
の被験者、第四、または第五以上の被験者の位置に基づく生理的履歴と、更に相関付けら
れる。いくつかの状況では、全母集団の位置に基づく生理的履歴が相関付けられ得る。前
記母集団は、領域の母集団、特定の位置を訪問した母集団、特定の年齢または体重の母集
団、特定の生理的状態または症状を有する母集団、同様の生理的データを有する母集団、
ソーシャルネットワークで結ばれた母集団、特定のビジネスを頻繁におとずれる、もしく
は特定の品目を購入する母集団、または他の特性により定義される母集団であってよい。
【００９２】
　いくつかの状況では、第一の被験者の地理位置情報データ、生理的データ、外因性デー
タおよび個人の行動データのいずれかが、第二の被験者の地理位置情報データ、生理的デ
ータ、外因性データおよび個人の行動データのいずれかと相関付けられる（例えば比較さ
れる）。他の例では、第一の被験者の地理位置情報データならびに生理的データ、外因性
データおよびその人の行動のデータのいずれかが、第二の被験者の地理位置情報データな
らびに、ある場合には、生理的データ、外因性データおよび個人の行動データのいずれか
と相関付けられる。
【００９３】
　図１は、本明細書において提供される被験者の健康監視のための方法１００を示す。前
記方法１００は、健康管理システムにより実行され得る。第一のステップ１０５では、前
記健康管理システムは、測定された前記被験者の位置を取得する。前記測定された位置は
、前記被験者の地理位置情報を含む。次に、第二のステップ１１０では、生理的データ、
外因性データおよび個人の行動データの２つ以上が取得される。ある場合には、外因性の
または個人の行動データのみが得られる；生理的データは、そのような場合には取得され
ないでよい。前記外因性データは、前記被験者の地理位置情報またはそれに関係するもの
である。次に、第三のステップ１１５では、前記第二のステップ１１０で収集された、前
記生理的データ、外因性データおよび個人の行動データの２つ以上が、前記第一のステッ
プ１０５で得られた測定された位置と相関付けられる。第四のステップ１２０では、前記
システムは、被験者の疾患状態の診断、予は、疾病または病気を防止するために（すなわ
ち、予防対策）前記被験者に食事および／またはライフスタイルの選択肢を提供する。他
の実施形態では、前記システムは、前記被験者に、病気または疾病を克服するために（す
なわち、治療対策）、または病気または疾病を緩和するために、食事および／またはライ
フスタイルの選択肢を提供する。
【００９４】
　本明細書において提供される方法およびシステムは、健康またはライフスタイルに関す
る警告を被験者に提供するために用いられ得る。いくつかの実施形態では、前記被験者の
健康に関する警告を提供するための方法は、プロセッサの支援により、前記被験者の地理
位置情報データを、生理的データおよび外因性データと関連付けることを含む。前記外因
性データは、前記被験者が訪問した、現在訪問している、または訪問を計画する位置にお
ける環境的な状態に関係する。次に、もし前記相関が統計的に有意な場合、前記相関に基
づいて、前記被験者の健康に関する警告が前記被験者に提供される。前記被験者は、少な
くとも約１秒、または２秒、または３秒、または４秒、または５秒、または１０秒、また
は３０秒、または１分、または１０分、または３０分、または１時間、または１２時間、
または１日、または１週間、または１月、または１年、またはより長いなどの任意の時間
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間隔で前記位置を訪問し得る。ある場合には、前記外因性データは、前記被験者の前記位
置への訪問の、前に、間に、または後に収集されるが、前記位置に関係する（例えば、特
定の時点での、前記位置における花粉濃度）。
【００９５】
　前記生理的データは、前記位置への訪問の、前に、間に、または後に収集され得る。前
記外因性データは、前記被験者の前記位置への訪問の前に、または間に収集され得る。あ
る場合には、前記外因性データは、前記被験者の前記位置への訪問の後に取得され得るが
、前記被験者の前記位置への訪問の前、または間の環境的な状態に関する。ある場合には
、前記外因性データは、データベースから取得される。他の場合には、前記外因性データ
は、外因性データを収集するために構成された他の機器（例えば、環境的なセンサー）と
の無線通信を介して取得される。
【００９６】
　一例では、前記外因性データは、前記被験者の健康に関する。例えば、前記外因性デー
タは、前記被験者が熱または寒さに敏感な場合には温度を、前記被験者が太陽に感受性で
あるか、皮膚がんを有するか、または太陽に関する別の疾患を有する場合には、紫外線指
数を、前記被験者が花粉または他のアレルゲンに対してアレルギーがある場合には、花粉
またはアレルゲン濃度を、または前記被験者の健康に潜在的に関係するか、もしくは影響
する能力を有するか他の情報を含み得る。
【００９７】
　前記生理的データは、前記位置への訪問の、前に、間に、または後に収集され得る。前
記生理的データは前記外因性データに関係し得る。前記生理的データは、特定の外因性デ
ータの観察の結果として収集され得る。例えば、前記生理的データはアレルゲン濃度が所
定の限界を超える場合には、アレルギー反応に関係し得る。ある場合には、前記生理的デ
ータは前記外因性データとは関係しないが、それでも満足できる有意な相関を提供し、お
よび前記被験者の健康に関する警告を提供することを支援する。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、前記生理的データおよび外因性データは、機器上のプロセッ
サの支援により関連付けられる。前記機器は、ｉＰｈｏｎｅまたはパーソナルコンピュー
タなどのポータブル電子機器であってよい。前記相関付けは、前記被験者の機器にダウン
ロードされたアプリケーションまたは他のソフトウエアを用いて遂行され得る。他の場合
には、前記機器は、１つ以上のサーバーを有するコンピュータシステムである。いくつか
の状況では、前記機器は、前記生理的および外因性データを、他の機器またはソースから
取得し得る。例えば、前記生理的データはポイント・オブ・ケア・システムを用いて取得
されることができ、および前記外因性データは、データベースまたは前記環境の、または
それに関する情報を収集能力のある機器から収集され得る（図４を参照されたい）。ある
場合には、前記相関が統計的に有意な場合、前記機器は（例えば、“あなたは、インフル
エンザにかかる５０％の機会があります”）などの警告を、前記被験者の機器のグラフィ
カル・ユーザー・インターフェース上に表示する。代替的に、前記機器は、メッセージ（
例えば、電子メール、ＳＭＳテクスト、ＭＭＳテクスト、インスタントメッセージ）を、
前記警告と共に送信する。前記機器、前記警告を、前記被験者、医師、薬局、病院、ヘル
スケア提供者および／または保険提供者に通信する。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、前記生理的データおよび外因性データは、サーバー上で、相
関付けられる。前記サーバーは、前記生理的および外因性データを取得するために、機器
および／またはデータベースと通信し得る。ある場合には、前記相関が統計的に有意であ
るときに、前記サーバー警告を通信する。例えば、前記サーバーは、前記被験者または医
師に、電話、ＳＭＳテクスト・メッセージング、電子メール、または他の通信プロトコル
を介して警告を送信し得る。いくつかの実施例では、前記サーバーは、前記被験者、医師
、薬局、病院、ヘルスケア提供者および／または保険提供者に警告を通信し得る。
【０１００】
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　図２は、被験者の健康または満足できる生活状態の監視のための方法２００を説明する
構想である。前記図は様々な操作を時間（ｘ－軸）の関数として示している。前記の操作
のそれぞれは、本明細書に記載されるように１つ以上のプロセッサを有する健康監視シス
テムにより遂行され得る。第一のステップ２０５では、前記健康監視システムは外因性デ
ータを収集する。前記外因性データは、前記被験者の地理的位置に関する。一例では、前
記外因性データは、前記地理的位置における花粉濃度、温度および気圧を含む。第二のス
テップ２１０では、前記被験者は、前記地理的位置を訪問する。ある場合には、前記外因
性データは、前記被験者の前記地理的位置の訪問に先立って収集される。他の場合には、
前記外因性データは、前記被験者の前記地理的位置の訪問の間に収集される。他の場合に
は、前記外因性データは、前記被験者の前記地理的位置の訪問に先立っておよび訪問の時
点で収集される。このことは、前記被験者が、前記被験者の環境の、前記被験者の健康ま
たは満足できる生活状態への影響を決定することを可能にする。
【０１０１】
　前記地理的位置は、前記健康監視システムの支援により収集される、地理的座標により
特性化される。前記健康監視システムは、グローバル・ポジショニング・システムまたは
前記被験者の地理的位置を測定するための周辺機器（例えば、ＧＰＳモジュールを有する
スマートフォンまたはタブレットＰＣ）を用い得る。
【０１０２】
　第三のステップ２１５では、生理的データおよび／または個人の行動データが収集され
る。これらのデータ収集ステップの順序は逆転されることができるか、または任意の順序
にあることができる。前記順序は事象駆動であることができ、および／または予め設定さ
れ得る。これらのデータ収集ステップの任意の１つに基づき、トリガー／閾値事象は、他
のデータ収集ステップを引き起こし得る。前記生理的データは、本明細書に記載されるよ
うにポイント・オブ・サービス機器またはシステムの支援により、収集され得る。前記個
人の行動データは、データマイニングシステム（またはサーバー）、またはデータマイニ
ングソフトウエアを有するサーバーの支援により収集され得る。
【０１０３】
　次に、前記健康監視システムは、前記被験者の地理的位置をステップ２０５前で収集さ
れた外因性データ、およびステップ２１５で収集された、その人の行動および／または生
理的データと関連付ける。一例では、前記システムは、何らかの前記地理的位置における
環境的な条件が、前記被験者の健康に影響したか否か、または前記被験者の健康に影響を
与え得るか否かを決定する。例えば、もしステップ２１５における前記測定が、前記被験
者が病気であることを示し、およびステップ２０５からの前記外因性データが病原体の高
い濃度を示す場合、次いで前記システムは、前記被験者は、前記病原体への曝露から病気
になった可能性を決定する。前記システムは、次いで前記被験者に前記被験者の状態の評
価を提供する。このことは、前記被験者が前記病気の治療を対象とする療法を探すことを
可能にし得る。
【０１０４】
　いくつかの状況では、前記健康監視システムは、ステップ２０５において測定された前
記外因性データに基づき、前記被験者に警告を提供する。そのような場合には、前記シス
テムは、ステップ２１５からの、前記その人の行動および／または生理的データを用いて
も、または用いなくてもよい。一例では、ステップ２０５の前記外因性データから、前記
システムは、前記地理的位置が、正常よりも高い特定の病原体の濃度を有することを決定
する。前記被験者の前記地理的位置訪問の時点で、または前記訪問の後で（ステップ２１
０）、前記システムは、前記病原体の濃度が、前記被験者に発病または特定可能な（また
は測定可能な）生理的状態を呈する、統計的に有意な可能性を提示する場合に、前記被験
者に警告する。このことは、前記被験者が前記生理的状態の予防を助ける、ビタミンまた
は栄養補助食品などの予防対策を探すことを有利に可能にし得る。
【０１０５】
機器およびシステム
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　他の実施形態では、被験者に健康管理および／または監視を提供するための機器および
システムが提供される。本明細書において提供される健康監視機器およびシステムは、様
々な実施形態において提供される方法を実行するためのハードウエアおよびソフトウエア
を含み得る。ハードウエアの例としては、１つ以上のプロセッサ、チップセット、保存場
所（メモリ、ハードディスク）、ネットワークインターフェース、グラフィックカード、
ディスプレー、パワーサプライ、およびバスが挙げられる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、健康監視システムは、１つ以上のプロセッサの支援により、
前記被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外因性データおよび個人の行動デー
タの任意の２つと相関付け、それにより前記被験者の疾患状態の診断、予後および／また
は治療を支援するために構成された、コンピュータシステムを含む。
【０１０７】
　いくつかの例では、地理位置情報デーは、前記被験者上の、またはそれに付随するする
地理位置情報システムの支援により取得される。一例では、前記地理位置情報システムは
、無線三角測量またはグローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）を用いる。前記
地理位置情報システムは、外因性データおよび／または前記被験者からの生理的データを
取得するために構成され得る。一例では、前記地理位置情報データは、グローバル・ポジ
ショニング・システム（ＧＰＳ）を有するポイント・オブ・サービス・システムから取得
される。前記地理位置情報システムは、ポイント・オブ・サービス・システムの一部分で
あるか、またはそれと操作可能に連結され得る。
【０１０８】
　いくつかの状況では、前記コンピュータシステムは操作可能に被験者から生理的データ
を取得するために構成された健康管理機器に連結される。前記健康管理機器は、地理位置
情報データを収集するための地理位置情報モジュールを含み得る。前記地理位置情報モジ
ュールはＧＰＳを含み得る。
【０１０９】
　代替的に、前記地理位置情報データは、前記健康監視システムの筐体中の地理位置情報
モジュールの支援により採集される。ある場合には、前記健康監視システムのコンピュー
タシステムは、前記健康監視システムの筐体中に収容される。前記筐体は１つ以上の生理
的データ、外因性データおよび個人の行動データを収集することを支援するために、ユー
ザーが、様々なモジュールを含めることを可能にするための１つ以上のベイまたはポート
を含み得る。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、地理位置情報データは、前記被験者上または前記被験者に付
随する地理位置情報システムの支援により取得される。いくつかの状況では、前記地理位
置情報システムは、複数の機器を含む。一例では、前記機器は、前記機器の測定された位
置が、前記被験者の位置に対応するように、前記被験者の近傍にあるポータブル電子機器
であり得る。前記機器は、前記被験者が他の目的で携行する、ポータブル電子機器であり
得る。例えば、前記機器は、機器のＧＰＳモジュールの支援により、地理位置情報データ
を収集する能力のある、ｉＰｈｏｎｅまたはアンドロイドを可能にする電話などの、スマ
ートフォンであり得る。前記機器は、ｉＰａｄまたは地理位置情報データを収集する能力
のある時計などの、他のポータブルのコンピューティング機器であり得る。
【０１１１】
　いくつかの例では、データは、例えば、地理位置情報データを収集する能力のある第一
の機器などの複数の機器の支援により収集される。前記第一の機器は、例えば、前記被験
者の手首に装着されるために、もしくは前記被験者の衣服に埋め込まれるために構成され
た時計状の機器であるか、または前記被験者の身体に取り付けられるために構成されたパ
ッチであるか、もしくは前記被験者に摂取されるために構成された錠剤であり得る。前記
第一の機器は、前記地理位置情報データをサーバーに送信するために構成された第二の機
器と通信する能力を有し得る。一例では、前記第二の機器は、前記被験者の電話またはラ
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ップトップであり得る。前記第二の機器は、前記地理位置情報データを、前記データを生
理的データおよび外因性データに相関付けすることができるサーバーに送信し得る。代替
的に、前記地理位置情報システムは、３、４またはそれより多い機器を含み得る。
【０１１２】
　別の例では、前記複数の機器は、生理的情報を収集する能力のある第一の機器を含み得
る。前記第一の機器は、前記被験者の血流を循環し、および生理的データを前記被験者の
身体の近傍にある前記第二の機器に中継する粒子（または複数の粒子）であり得る。前記
粒子は、約１ナノメーター（ｎｍ）～５００マイクロメーター（ミクロン）、または１０
ｎｍ～５０ミクロンの直径を有し得る。複数の粒子が用いられる場合、前記粒子は、前記
粒子のネットワークインターフェースを介して互いに通信し得る。前記第二の機器は、前
記機器のＧＰＳモジュールの支援によるか、または無線三角測量を介するなどにより、地
理位置情報データを収集するために構成され得る。前記第二の機器は、前記第一の機器か
ら生理的データを収集し、および前記生理的データおよび地理位置情報データを、データ
処理（すなわち、相関付け）のためにサーバーに送信する。いくつかの状況では、しかし
ながら、前記第二の機器は生理的、およびある場合には、外因性データを収集し、および
次いで前記地理位置情報データを前記外因性データ、生理的データおよび個人の行動デー
タの内の、任意の１つ、２つ、または３つと相関付ける。個人の行動データは、前記第二
の機器が、インターネットまたはイントラネットを検索することを可能にする、ネットワ
ークインターフェースの支援によるか、または個人の行動データを前記第二の機器に提供
するサーバーの支援によるなどにより、前記機器により収集され得る。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、前記健康監視システムは、生理的データ、外因性データおよ
び個人の行動データの任意の２つをを収集するために構成される。そのような情報は、前
記健康監視システムのセンサーの支援によるなどにより直接に収集され得るか、または前
記健康監視システム、または前記情報を収集するためのセンサーを有する周辺機器または
システムの支援、または前記健康監視システムおよび周辺システムの両方の支援によるか
などのいずれかにより収集され得る。加えて、前記健康監視システムは、前記健康監視シ
ステムにその人の行動および外因性データを提供する周辺機器および／またはシステムと
の通信状態をもたらすための通信インターフェースを含み得る。
【０１１４】
　前記コンピュータシステムは、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外
因性データおよび個人の行動データの内の任意の２つまたは３つと相関付けるために構成
され得る。ある場合には、前記相関は、外因性データおよび個人の行動データから収集さ
れた情報とともに、前記被験者の生理的データ中の、数学的に関係する、何らかの変化ま
たはパターンを含む。前記個人の行動データは、ある場合には外因性データを補足し得る
。例えば、前記被験者による、地理位置情報における温度（例えば、「ニューヨークは昨
晩１０℃だった」）などに関する、ネットワーク状況更新は、前記地理位置情報における
温度（外因性データ）を提供し得る。そのような場合には、前記地理位置情報におけるに
温度に関する追加的な外因性データは必要とされなくてよい。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、健康管理および／または監視機器は、筐体、筐体内の地理位
置情報モジュールおよびポイント・オブ・サービス・モジュールを含む。前記地理位置情
報モジュールは、１つ以上の前記被験者の地理的位置において、地理位置情報データを取
得するために構成される。前記ポイント・オブ・サービス・モジュールは、前記１つ以上
の地理的位置において、前記被験者の生物学的サンプル内の検体を検出するために構成。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、健康管理機器は、被験者からサンプルを収集しおよび前記サ
ンプルを処理し得る。同じ機器または異なる機器が外因性データ（例えば、温度、環境的
なサンプル等）を収集し得る。
【０１１７】
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　いくつかの状況では、前記健康管理機器は、更に外因性データを収集するための外因性
データモジュールを含む。前記外因性データモジュールは、外因性データまたはそれに関
連するデータを収集するための他のシステムと、連結するために構成され得る。一例では
、前記外因性データモジュールは、前記機器が、１つ以上の前記被験者の地理的位置、ま
たはそれに関連する外因性データを収集するために構成された１つ以上のサーバーと通信
することを可能にするため、および前記外因性データを前記機器に利用可能にするための
ネットワークインターフェースを含む。前記１つ以上のサーバーは、外因性データを見出
すために、インターネットまたはインターネット上の所定のウエブサイト（例えば、“ｗ
ｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ”）を検索するために構成されたソフトウエアなどの、データマイ
ニングハードウエアおよびソフトウエアを含み得る。
【０１１８】
　いくつかの状況では、前記地理位置情報モジュールは、グローバル・ポジショニング・
システム（ＧＰＳ）を含む。他の状況では、前記地理位置情報モジュールは、複数の無線
アクセスポイントなどの支援による三角測量の支援によるなどの、前記被験者の地理位置
情報を提供するためのハードウエアおよびソフトウエアを含む。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、健康監視システムは、健康管理機器および前記健康管理機器
に作動可能に連結されたサーバーを含む。前記健康管理機器は、以下を含む：ｉ）ａ地理
位置情報データを取得するために構成された地理位置情報モジュールであって、前記地理
位置情報データは、被験者の地理的位置を含み、およびｉｉ）前記被験者から生理的デー
タを取得するために構成されたポイント・オブ・サービス・モジュール。前記サーバーは
、前記地理位置情報データおよび生理的データを前記健康管理機器から収集するために構
成される。前記サーバーは、プロセッサの支援により、前記地理位置情報データを前記生
理的データおよび前記外因性データと相関付けるためにも構成され、前記外因性データは
、前記地理的位置における環境的な条件であるか、またはそれに関するものである。
【０１２０】
　前記システムは、前記外因性データを検出するために構成された１つ以上のセンサーを
含み得る。一例では、前記システムは、環境的な温度を測定するための熱電対、大気圧を
測定するための気圧計、および湿度を測定するための、乾湿計または湿度計を含む。追加
的なセンサーは、環境的な因子（放射線などの）、薬剤、化学薬品、浮遊物体、および／
または他の微粒子を測定するために構成され得る。
【０１２１】
　ある場合には、前記健康監視システムは、前記被験者に関する健康情報を作成するため
に構成され得る。前記健康情報は、前記被験者の過去、現在または未来（予想される）の
健康状態に関係し得る。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、本明細書に記載される機器およびシステムは、ユーザーイン
ターフェースを含む。いくつかの実施形態では、前記ユーザーインターフェースは、前記
被験者に、ｉ）前記地理位置情報データ、ｉｉ）前記生理的データ、およびｉｉｉ）前記
被験者の前記位置に基づく生理的履歴の１つ以上を表示するために構成された、グラフィ
カル・ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）である。
【０１２３】
　前記ユーザーインターフェースは、被験者に、前記健康管理システムのディスプレーの
手段により提供され得る。前記ディスプレーは、静電容量または抵抗膜タッチ・ディスプ
レーであってよい。いくつかの状況では、前記ユーザーインターフェースは、ビデオまた
は静止画像のためのカメラ、可聴情報（例えば、被験者の声）を補足するためのマイクロ
フォン、可聴情報を提供するためのスピーカー、ならびに画像および／またはビデオを、
所定の画面に表示するためのプロジェクターを含む。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、前記位置に基づく被験者の生理的履歴は、前記被験者の地理
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位置情報データを、生理的データおよび外因性データに相関付けるコンピュータプログラ
ム（またはソフトウエア）により生成される。前記コンピュータプログラムは、家庭のコ
ンピュータ上、サーバー上、または医師などの前記ヘルスケア、分析のために前記位置に
基づく生理的履歴を別のサーバーまたはコンピュータに送信し得るサーバー上で作動され
る。前記分析は、疾患状態の診断、予後および／または治療を支援するための情報を生成
させ得る。ある場合には、前記分析は、１つ以上のプロセッサを有するコンピュータシス
テム上で作動するコンピュータにより実行される方法の支援により遂行される。他の場合
には、前記分析は、前記被験者の医師により、前記コンピュータシステムにより、前記位
置に基づく生理的履歴が作成された後に遂行される。
【０１２５】
　いくつかの実施形態は、疾患状態の診断、予後および／または治療を支援するために、
位置に基づく被験者の生理的履歴を作成するための方法を実行する機械により実行可能な
コードを含む持続性コンピュータ可読媒体を提供する。前記方法は、プロセッサの支援に
より、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データ、外因性データおよび個人の行
動データの１つ、２つ、または全てと相関付けることにより、前記被験者の位置に基づく
生理的履歴を作成することを含む。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、疾患状態の診断、予後および／または治療を支援するために
位置に基づく被験者の生理的履歴を作成するための方法を実行する機械に実行可能なコー
ドを含む持続性コンピュータ可読媒体が提供される。いくつかの実施形態では、前記方法
は、プロセッサの支援により、前記被験者の地理位置情報データを、生理的データおよび
外因性データと相関付けることにより、位置に基づく前記被験者の生理的履歴を作成する
ことを含む。代替的に、前記方法は、ｅ前記被験者の地理位置情報データを、生理的デー
タおよび個人の行動データと相関付けることができる。ある場合には、前記方法は、地理
位置情報データを、生理的データ、外因性データおよび個人の行動データと相関付ける。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、疾患または状態の診断、予後、治療、および／または医学的
および関連したライフスタイルの意思決定に関する助言の準備を支援するために、前記機
械に実行可能なコードは、前記位置に基づく被験者の生理的履歴を分析するための方法の
ための指令を更に含む。いくつかの例では、前記分析方法は、時系列分析、生存率分析お
よび／またはパターン認識を含む。ある場合には、前記機械に実行可能なコードは、分類
（例えば、サポートベクターマシン）、クラスタリング（例えば、階層クラスタリング、
ｋ－近傍法）、回帰（例えば、神経回路網）、および／または確率的図形モデル（例えば
、ベイジアンおよびマルコフ・ネットワーク、協調フィルタリング・アンサンブル法（ｃ
ｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ　ｅｎｓｅｍｂｌｅ　ｍｅｔｈｏｄ）、
および画像分析）を利用する。
【０１２８】
　図３は、本明細書において提供される方法を実行するための健康管理機器３００を模式
的に図示している。前記健康管理機器３００は、メモリ３０５、ディスプレー３１０、ネ
ットワークインターフェース３１５、ハードディスク（または他のデータレポジトリ―）
３２０、プロセッサ３２５、サンプル収集および処理モジュール３３０、第一のセンサー
３３５、第二のセンサー３４０および第三のセンサー３４５を含む。
【０１２９】
　前記プロセッサ３２５は、中央処理装置（ＣＰＵ）であり得る。ある場合には、前記機
器３００は複数のプロセッサを含む。
【０１３０】
　前記第一のセンサー３３５は、第一の外因性データを収集するため構成されることがで
き、前記第二のセンサー３４０は、第二の外因性データを収集するため構成されることが
でき、および前記第三のセンサー３４５は、第三の外因性データを収集するため構成され
ることができる。前記第一の、第二のおよび第三の外因性データは、花粉濃度、アレルゲ
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ン濃度、病原体濃度、温度、空気圧、湿度、露点、風速および／または強度、日光強度、
紫外線（“ＵＶ”）指数または他の測定可能な環境的なパラメーターから選ばれることが
できる。一例では、前記第一のセンサーは熱電対、前記第二のセンサーは大気圧計、およ
び前記第三のセンサーは湿度を測定するための乾湿計または湿度計である。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、前記第三のセンサー３４５は、例えば、体温、心拍数、血圧
、呼吸速度、発汗レベル、またはキャパシタンス（または抵抗）などの前記被験者の生理
的パラメーター～を測定するために構成される。前記第三のセンサーは、そのような場合
には、温度測定のための熱電対、または前記被験者の心拍数に相関付けられ得る振動の測
定のための、加速度計である。
【０１３２】
　前記サンプル収集および処理モジュール３３０は、前記被験者から流体または組織サン
プルを収集するために構成される。前記サンプル収集および処理モジュールは：（ａ）サ
ンプル処理、遠心分離、磁気的分離、および化学的処理より成る群から選ばれる少なくと
も１つのサンプル調製手順を遂行するために；および（ｂ）免疫検定、核酸検定、受容体
に基づく検定、サイトメトリ検定、比色検定、酵素的検定、電気泳動的検定、電気化学的
検定、分光学的検定（例えば、質量分析法、赤外分光法、Ｘ線光電子分光法）、クロマト
グラフィー検定、顕微鏡検定、形態的検定、熱量測定検定、濁度検定、凝集検定、放射性
同位体検定、粘度測定検定、凝固検定、凝血時間検定、タンパク質合成検定、実体学的検
定、培養物検定、オスモル濃度検定、および／または他のタイプの検定、またはそれらの
組み合わせより成る群から選ばれる少なくとも１つ以上のタイプの検定を遂行するために
、構成され得る。
【０１３３】
　前記ディスプレー３１０は、前記被験者に、グラフィカル・ユーザー・インターフェー
ス（ＧＵＩ）などの、ユーザーインターフェースを提示するために構成され得る。前記Ｇ
ＵＩは、前記被験者に、前記地理位置情報データ、生理的データ、個人の行動データ、外
因性データ、および／または前記機器３００により生成された前記位置に基づく前記被験
者の生理的履歴を、表示するために構成され得る。前記ＧＵＩは、様々な情報を閲覧する
ための選択肢を含み得る。いくつかの実施例では、前記ＧＵＩは、現在の温度、風速およ
び／または強度、紫外線指数および／または天気予報などの外因性データを表示する。前
記ＧＵＩは、前記位置に基づく生理的履歴および／または注意喚起に基づいて警報または
警告を、前記ユーザーに通達することもできる。例えば、前記ＧＵＩは、前記機器が前記
サーバーに無線的に通信する場合に、それが収集した情報をアップロードされたするよう
に、前記ユーザーに注意を喚起することができるか、または前記ＧＵＩは、前記ユーザー
に、治療計画に従うように注意を喚起できる。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、情報またはデータを共有するか、または収集するために、前
記健康管理機器３００は他の健康管理機器３００と通信する。例えば、複数の健康管理機
器の少なくともサブセットは、外因性データを収集でき、および前記外因性データを、前
記複数の健康管理機器による使用のために供給できる。いくつかの状況では、データは、
前記データを使用するために承認された機器による使用のために利用可能である。
【０１３５】
　いくつかの状況では、複数の健康管理機器の少なくともサブセットは、ネットワークア
クセスを有し、および他の健康管理機器は、前記複数の健康管理機器のサブセットを介し
てネットワークアクセスを取得し得る。一例では、健康管理機器は、ブルートゥース（ま
たは他のピア―・ツー・ピア―接続性）を介して互いに接続し得る。それぞれの健康管理
機器は、次いで、前記複数の健康管理機器のサブセットのネットワーク接続性の支援によ
り、ネットワークへ情報を送信できるか、または情報をダウンロードし得る。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、健康管理および／または監視システムは、地理位置情報デー



(29) JP 2016-504057 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

タ、およびある場合には、生理的および／または外因性データを収集するための機器、な
らびに前記地理位置情報データを生理的データ、個人の行動データおよび外因性データの
任意の２つと関連付けるための前記機器と操作可能に連結されたサーバーを含む。
【０１３７】
　図４は健康管理または監視システム４００を模式的に図示している。前記システムは、
健康管理機器４０５およびサーバー４１０を含む。前記健康管理機器４０５は、地理位置
情報データを取得するために構成された地理位置情報モジュール４１５および前記被験者
から生理的データを収集するために構成されたポイント・オブ・サービス・モジュール４
２０を含み得る。前記機器４０５は、前記位置から外因性データを収集するための外因性
データモジュールを含み得る。ある場合には、前記健康管理機器４０５の、ネットワーク
インターフェース（例えば、有線または無線インターフェース）の手段などにより、健康
管理機器４０５は操作可能前記サーバー４１０に連結される。前記サーバー４１０前記地
理位置情報および／または生理的データを、前記健康管理機器４０５から、収集するため
構成されることができる。いくつかの状況では、前記サーバー４１０は、中央処理装置（
“ＣＰＵ”）の支援により、前記地理位置情報データを、生理的データ、個人の行動デー
タおよび／または外因性データと相関付けるために構成される。ある場合には、前記サー
バー４１０は、前記プロセッサの支援により、前記地理位置情報データを前記生理的デー
タおよび個人の行動データと相関付ける。他の場合には、前記サーバー４１０は、前記プ
ロセッサの支援により、前記地理位置情報データを、前記外因性データおよび個人の行動
データと相関付ける。他の場合には、前記サーバーは、プロセッサの支援により、前記地
理位置情報データを生理的データ、外因性データおよび個人の行動データと相関付ける。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、前記地理位置情報モジュール４１５および前記ポイント・オ
ブ・サービス・モジュール４２０は、前記機器の筐体４０５内に配設される。他の実施形
態では、前記地理位置情報モジュール４１５およびポイント・オブ・サービス・モジュー
ル４２０の１つまたは両方が、別々の機器に配置されるが、前記機器４０５の通信モジュ
ールの支援などによりそれらは作動可能に前記機器４０５に連結され得る。前記機器４０
５は例えば、スマートフォン、ラップトップ、タブレットコンピュータ機器または自宅の
コンピュータなどの、他の機器とも通信できる。
【０１３９】
　一例では、前記ポイント・オブ・サービス・モジュール４２０は、生理的データを、心
拍数または温度を測定するためのパッチなどの別の機器から取得する。いくつかの状況で
は、前記ポイント・オブ・サービス・モジュールは、生理的データを、血圧モニター、血
中グルコースモニター、体重計および／または他の医学的機器から取得する。前記ポイン
ト・オブ・サービス・モジュールは、前記生理的データを取得するために、他の機器と（
例えば、無線的に）通信し得る。
【０１４０】
　ある場合には、前記サーバー４１０は、前記位置における環境的な状態またはそれに関
する外因性データを、外因性データを収集および提供するための機器および／またはデー
タベースを含む、外因性データシステム４２５から取得する。前記外因性データシステム
４２５は、前記位置に配設され得るか、または前記位置から遠隔に配置され得るが、前記
位置にセンサー（または他の測定システム）を含む。前記サーバー４１０は、そのような
情報をデータベースから定期的に得ることができるか、またはそれは、必要に応じて前記
位置に関する環境的な状態を取得するために、前記データベースにアクセスできる。
【０１４１】
　地理位置情報データ、およびある場合には、外因性データ、生理的データおよび／また
は個人の行動データは、前記機器４０により収集され、相関を含む分析のために前記サー
バー４１０に送信される。前記サーバー４１０は、プロセッサの支援により、前記地理位
置情報データを前記生理的データ、個人の行動データおよび／または外因性データに相関
付ける。
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【０１４２】
　前記サーバー４１０は、前記被験者の位置に基づく生理的履歴を生成するために前記デ
ータを相関付ける。前記健康管理システム４００は、前記被験者に関する健康情報を生成
するために構成され得る。前記情報は、前記被験者の前記位置に基づく生理的履歴を含み
得る。いくつかの状況では、前記情報は、前記位置に基づく生理的履歴の分析および／ま
たは疾患状態の診断、予後および／または治療の支援を含み得る。前記位置に基づく生理
的履歴は、疾患状態の診断、予後、治療のために情報を提供するために、および／また情
報を健康監視システムに提供するために、前記サーバー４１０で分析され得る。そのよう
な情報および／または前記位置に基づく生理的履歴は、前記サーバー４１０から、クラウ
ド４３０に送信され得る。被験者および／またはヘルスケア提供者は、前記クラウド４３
０にアクセスし、および前記分析および／または前記位置に基づく生理的履歴を、前記被
験者のパーソナルコンピュータおよび／またはヘルスケア提供者４３５のコンピュータま
たはシステムに取得できる。代替的に、前記情報および／または前記位置に基づく生理的
履歴は、直接、前記クラウド４３０から、前記被験者、医師、および／またはヘルスケア
提供者４３５のパーソナルコンピュータに送信され得る。
【０１４３】
　他の実施例では、前記健康管理機器４０５は、外因性データを取得するための、外因性
データモジュールを含む。前記モジュールは、花粉濃度、病原体濃度、アレルゲン濃度、
温度、風速および／または強度、ＵＶ指数、湿度、気候および／または他の環境情報また
は環境に関する情報を検出し得る。ある場合には、前記外因性データモジュールは、前記
外因性データを取得するために、無線的に通信する。例えば、前記外因性モジュールは、
１つ以上の他の機器から前記データを収集し得る。いくつかの状況では、前記モジュール
はこの情報を、前記被験者上または前記被験者に付随した他の機器から収集する。他の状
況では、前記モジュールは、この情報を、例えば雨量計、温度計、対気速度／風見、風速
計、大気圧計、紫外線指数計および／または前記環境の情報またはそれに関する情報を収
集する能力のある他の機器などの前記被験者には関連しない機器から収集する。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、前記健康管理機器４０５は、個人の行動データを取得するた
めのモジュールを含む。一例では、このモジュールは、前記個人の行動データを取得する
ために無線的に通信する。前記モジュールは、前記個人の行動データを、１つ以上の他の
機器から収集する。別の例では、前記モジュールｃｏｌｌｅｃｔｓ前記個人の行動データ
を、例えば、ｉＰｈｏｎｅまたはアンドロイド可能電話などのスマートフォン、またはｉ
ＰａｄなどのタブレットＰＣなどの前記被験者上のまたは前記被験者に付随した第二の機
器から収集する。別の例として、前記個人の行動データは、前記被験者の情報、または前
記被験者に関する情報のための、ソーシャルネットワークウエブサイト（例えば、Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋ、Ｌｉｎｋｅｄｉｎ）を含む、インターネットのマイニングのための、コンピ
ュータシステムの支援により収集される。いくつかの状況では、前記モジュールは、前記
個人の行動データを、例えばソーシャルネットワーク、通信、購買履歴および／または個
人の行動データの他のソースに関連した、ｉＰｈｏｎｅアプリケーション（“アプリ”）
などの、第二の機器のアプリケーションを介して第二の機器から収集する。前記アプリケ
ーションは、例えば、通信履歴（例えば、通話記録、ＳＭＳおよび／またはＭＭＳメッセ
ンジャー履歴、電子メールメッセージ、購買履歴および／またはソーシャルネットワーキ
ングデータ）、例えば前記被験者のＦａｃｅｂｏｏｋ、ＴｗｉｔｔｅｒまたはＬｉｎｋｅ
ｄＩｎアプリケーションの使用などから、電話使用情報を検索できる。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、前記健康管理機器４０５は、グラフィカル・ユーザー・イン
ターフェース（ＧＵＩ）などのユーザーインターフェースを有する。いくつかの状況では
、前記ＧＵＩは、前記被験者に、前記地理位置情報データ、個人の行動データ、外因性デ
ータ、生理的および／または前記生成された前記被験者の位置に基づく生理的履歴を表示
するために構成される。
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【０１４６】
　いくつかの例では、前記ＧＵＩは、ユーザー（例えば、前記被験者）に、情報を閲覧す
るための選択肢を提供する。いくつかの実施例では、前記ＧＵＩは、前記現在の温度、風
速および／または強度、紫外線指数および／または天気予報などの外因性データを表示す
る。前記ＧＵＩは、前記位置に基づく生理的履歴に基づいて前記ユーザーに注意喚起、警
告または警報を送達することもできる。例えば、前記ＧＵＩは、前記機器４０５が、前記
サーバー４１０と通信できない場合に、前記ユーザーに情報をアップロードするために注
意を喚起でき、または前記ＧＵＩは、前記ユーザーに治療計画に従うように注意を喚起で
きる。
【０１４７】
報告および警報
　本明細書において提供されるシステムおよび方法は、被験者の疾患状態の監視、診断、
予後、および／または治療を支援し得る。ある場合には、本明細書において提供されるシ
ステムおよび方法により作成された情報は、被験者の報告（例えば、臨床試験報告、健康
報告）を作成するために用いられる。前記報告は、前記被験者に選択された１人以上のヘ
ルスケア提供者によりアクセスされ得る。そのような場合には、前記被験者は、前記被験
者の１つ以上のヘルスケア提供者が前記報告へのアクセスを有することを認証できる。一
例では、治療または健康監視下にある被験者は、健康管理システムにより作成される報告
を閲覧する医師を選択する。
【０１４８】
　前記報告は、前記被験者の健康、ライフスタイルまたは満足できる健康状態に関連する
情報を提供し得る。いくつかの状況では、前記被験者は、前記被験者がアクセスを希望す
る情報、および前記被験者が前記報告にアクセスさせたい１人以上の個人または組織を選
択できる。しかしながら、他の場合には、健康管理システムは、前記報告を受け取ること
が意図される前記団体または実体に基づいて、所定のアクセス制限を提供する。一例では
、前記健康管理システムは、被験者の保険会社に提供されるよりも、被験者の医師にはよ
り詳細を含む報告を提供する。
【０１４９】
　ある場合には、健康管理システムは、前記被験者が、ヘルスケア提供者からの指示など
の、規則及び指示を順守しているか否かを決定するために、被験者の健康、満足できる生
活状態および／またはライフスタイルを監視する。一例では、前記健康理システムは、前
記被験者が医師からの指示の通りに、アルコールの摂取を控えているか否かを決定するた
めに、被験者の地理位置情報、外因性データおよび個人の行動データを監視する。前記健
康管理システムは、前記被験者がアルコールを摂取しているという事象を前記被験者の医
師に警告し得る。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、健康管理システムは、被験者の健康、満足できる生活状態お
よびライフスタイルを監視し、および前記被験者の健康、満足できる生活状態および／ま
たはライフスタイルの軌道（またはその変化）に基づいて警告を提供する。一例では、被
験者の医師が、前記被験者にアルコールを摂取しないように指示するそのような指示は、
健康管理システムのデータベースまたは他のデータ保存媒体（例えば、フラッシュメモリ
、ハードドライブ）に入力される。前記健康管理システムは、前記医師の指示に基づき前
記被験者がアルコールを摂取しないことを決定する。前記健康管理システムは、前記被験
者の活動を監視する。前記健康管理システムが、前記被験者が、アルコールを摂取するか
なりの可能性を有することを決定する（例えば、前記被験者がバーの近くにいて、および
前記被験者の空間的な軌道に基づき、前記健康管理システムが、前記被験者が前記バーに
入るかなりの可能性があることを決定する）場合、次いで前記健康管理システムは、前記
被験者に警告（例えば、“あなたの医師の命令に従い、あなたはアルコールを摂取できま
せん”）を送る。
【実施例】
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【０１５１】
実施例１
　前記被験者から、様々な国、市、町、店舗、学校、ショッピング・モール／店舗および
公園への旅行などからの地理位置情報データを含む、地理位置情報データが収集される。
例えば、バス、航空機または地下鉄によるなどの、前記旅行の方法も収集される。更に、
個人の行動データが前記被験者から収集される。混んだ電車または空港などの、前記環境
の写真がポータブル電子機器から撮影される。ヨーロッパから友人が訪れたことを示すメ
ッセージを含む情報は、通信機器から収集される。更に、情報は前記被験者のソーシャル
ネットワーク（例えば、有人およびメキシコの家族からの情報など）から収集される。生
理的データも前記被験者から収集され、および位置および時間により標識付けされる。他
の被験者および／または母集団からのデータが前記分析に含まれることができる。この情
報は、傾向を特定すること、および原因となる因子の特定を特定することを更に支援でき
る。前記生理的データは：熱、咳、充血、年齢および危険因子ならびに鼻腔または唾液サ
ンプル中の病原体濃度を含む。医学的履歴および家族の病歴も収集される。
【０１５２】
　外因性データは、特定の位置／時間においても収集され得る。前記外因性データは、人
口数及び密度、他の疾患の感染者の数および状況（例えば、蚊）および気候状態を含む。
前記データは、病原体の毒性に影響を与え得る気候状態を含む。
【０１５３】
　前記外因性、生理的、その人の行動および地理位置情報データの全てが相関付けられる
。前記システムは、感染性疾患の診断、行われるべき追加的な検査の示唆、計画される旅
行のリスクの評価およびリスクを最小化するための示唆される旅行経路を提供する。前記
システムは、予防的、治癒的および一時的な緩和の治療も処方する。
【０１５４】
実施例２
　前記被験者から、様々な国、市、町、店舗、学校、ショッピング・モール／店舗および
公園への旅行などからの地理位置情報データを含む、地理位置情報データが収集される。
例えば、バス、航空機または地下鉄によるなどの、前記旅行の方法も収集される。個人の
行動データは、購買履歴の形態で収集される。前記購買履歴は、前記被験者が購入した食
品および飲料（例えば、赤ワイン）を示す。
【０１５５】
　充血、咳、掻痒、腫脹、涙目、頭痛、全血球計算および炎症マーカーを含む生理的デー
タが前記被験者から収集される。
【０１５６】
　前記被験者が訪問したか、または訪問している位置において、外因性データが収集され
る。前記外因性データは、前記被験者の前記位置への訪問時に、またはそれに先立つ時間
間隔の間に収集される。アレルゲンレベル、アレルゲンレベルに影響し得る気候状態、前
記被験者により服用された薬物および前記被験者により食された食品を含む環境的な因子
が測定される。
【０１５７】
　前記地理位置情報、生理的、および外因性データが関連付けられる。この相関に基づき
、前記システムは、可能性のあるアレルゲン（例えば、前記赤ワイン、または前記被験者
が訪問した位置に存在するアレルゲン、食品前記被験者が食した食品）の評価、アレルゲ
ンへの感受性を増加する可能性のある薬剤の評価、計画された旅行のリスクの評価、およ
びリスクを最小化するための示唆される旅行経路（例えば、同様のアレルゲン濃度を持つ
他の領域を避けること）を提供する。前記システムは、予防的、治療的、および一時的な
緩和の治療薬（例えば、抗ヒスタミン剤）も処方する。
【０１５８】
実施例３
　前記被験者から、様々な国、市、町、店舗、学校、ショッピング・モール／店舗および
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公園への旅行などからの地理位置情報データを含む、地理位置情報データが収集される。
例えば、バス、航空機または地下鉄によるなどの、前記旅行の方法も収集される。
【０１５９】
　購買履歴および通信履歴などの、個人の行動データが収集される。前記個人の行動デー
タは、前記被験者が、訓練用の自転車を購入したこと、または前記被験者がマラソンのた
めに訓練していることを示す。前記被験者の年齢、体重、血圧、リスク因子、遺伝的およ
び家族情報、血中グルコースおよびＨｂＡ１Ｃ、および炎症マーカーを含む生理的データ
も収集される。
【０１６０】
　前記システムは、前記被験者の運動、勤務予定表および睡眠（例えば、前記被験者は毎
日７時間をベッドで過ごし、２時間をジムで、および９時間を職場で過ごす）に関する情
報を取得する。前記システムは、前記被験者の薬物および食事についての情報も収集する
。
【０１６１】
　前記システムは、健康的な食事の場所、ライフスタイルの変更、および行われるべき追
加的な検査などの示唆を提供するために、上記の情報を相関付ける。前記システムは、予
防的、治療的、および一時的な緩和の治療も処方し得る。
【０１６２】
実施例４
　前記被験者から、様々な国、市、町、店舗、学校、ショッピング・モール／店舗および
公園への旅行などからの地理位置情報データを含む、地理位置情報データが収集される。
例えば、バス、航空機または地下鉄によるなどの、前記旅行の方法も収集される。
【０１６３】
　前記被験者の職位／機能およびＦａｃｅｂｏｏｋまたは他のソーシャルメディアの状況
更新を含む、個人の行動データが収集される。
【０１６４】
　癌のバイオマーカー（例えば、ＰＳＡ、ＣＡ－１２５）、全血球計算、炎症マーカー（
例えば、ＣＲＰ、ＩＬ－６、ＴＮＦ－α）、吐き気、頭痛、年齢およびリスク因子を含む
生理的因子が収集される。前記生理的データのいくつかは、ポイント・オブ・ケアー・シ
ステムの支援により収集され、およびいくつかは、前記被験者により入力される。
【０１６５】
　前記被験者の位置に関する外因性データが収集される。前記外因性データは、毒性基準
、毒性基準に影響を与えた（または与え得る）気象条件、摂取された医薬品および食され
た食品を含む。
【０１６６】
　前記システムは、医学的および関連したライフスタイルの意思決定を支援するために、
可能性のある毒性のある曝露の評価、毒性への曝露の感受性を増大させる可能性のある物
質、および計画された旅行のリスクをを含む、データを提供するために、上記のデータを
相関付けする。前記システムは、リスクを最小化し、および予防的、治療的および／また
は一時的な緩和の治療を詳報するための、示唆される経路も提供する。前記システムは、
前記被験者および前記被験者のヘルスケア提供者に追加的な検査も示唆する。
【０１６７】
実施例５
　被験者が、アメリカ合衆国内のニューヨーク市を訪問する。上述したように、前記被験
者は、健康管理システムへのアクセスを有する。前記被験者のポータブル電子機器は、前
記健康管理システムとの通信のためのハードウエアおよびソフトウエアに加えて、ＧＰＳ
モジュールを有する。前記被験者のポータブル電子機器は、前記被験者の位置を、１分間
の間隔により、様々な時点において記録する。前記健康管理システムは、前記被験者によ
り訪問された様々な位置、または前記被験者が前記健康管理システムに提供した所定のス
ケジュールで前記被験者が訪問を計画する様々な位置に関する外因性データを収集する。
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前記健康管理システムは、状況更新について、前記被験者のソーシャルネットワーキング
・ウエブサイトを検索する。加えて、前記健康管理システムは、前記被験者のポータブル
電子機器（例えば、前記被験者が、前記システムと交信することを可能にするアプリの支
援）の手段により、前記被験者から状況更新を受け取る。
【０１６８】
　前記健康管理システムにより収集された前記外因性データから、前記システムは、前記
被験者が訪れたショッピング・センターにおいて、何人かの買い物客が気分が悪くなった
という報告をしたことを決定する。前記システムは、前記被験者が前記ショッピング・セ
ンターを訪れた後に、気分が悪くなったことを前記被験者のＦａｃｅｂｏｏｋのプロファ
イルに示したことも決定する。前記システムは、次いで前記被験者が前記ショッピング・
センターへの訪問から病気に罹患した可能性があることを前記被験者に警告するために、
前記被験者の地理位置情報（前記ショッピング・センター）を外因性データ（前記ショッ
ピング・センターにおける病原体）および個人の行動データ（状況更新）を相関付ける。
そのような場合には、前記相関は前記被験者が病原体を有する前記ショッピング・センタ
ーを訪問したことの決定、およびその後に、前記被験者が、前記病原体への曝露により病
気に罹患したかなりの可能性があることを決定するために、前記被験者の個人の行動デー
タを用いることを含む。前記被験者は、次いで、前記買い物客の病気の可能性のある病因
を目標とした、前記被験者、ヘルスケア提供者、または前記買い物客の状態に関する情報
と共にネットワークにアクセスを有する場合には、前記健康管理システムにより決定され
得る治療を探す。
【０１６９】
実施例６
　以前に述べたように、地理位置情報データは、他のタイプのデータに相関付けられ得る
。図５はそのようなデータ相関の実施例を提供する。
【０１７０】
　１）グルコース、ＣＲＰについての時系列および３つの主要な位置（自宅、勤務先およ
び外部）が提供され得る。
【０１７１】
　２）前記実施例において、前記被験者のグルコース・レベルは、前記被験者の自宅の外
部の時の方が、前記被験者の自宅内の時と比較してより高い。この相関は、自宅において
食べられる食品の方が、より健康である（すなわち、等分が低い）こと、および前記被験
者が、彼らの医師のガイダンスに従い外食の時の食事を修正すべきであることを示唆し得
る。
【０１７２】
　３）前記説明図は、前記被験者のＣＲＰレベルが、他の位置と比較して、勤務先の場所
で高いことを示す。この関係は、前記勤務先の環境に関連する因子が、急速な炎症反応を
誘導していることを示唆する。例えば、前記勤務先の場所における、環境的な物質または
アレルゲンへの曝露が、この挙動の原因である可能性がある。前記勤務先の場所における
外因性データの収集が、この関係を説明することを助け、および推奨および／または治療
手段に導く可能性がある。加えて、他の同僚の生理的データの比較が、他の被験者に同様
に影響する環境的な因子を更に確定し得る。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、単独または組み合わせであれ、上記の方法は、その全体が本
明細書に組み込まれる、Ｈｏｌｍｅｓらの米国特許出願第１３／２４４，９４７号（“Ｓ
ＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩ－ＡＮＡＬＹＳＩＳ”）に
おいて提供される、１つ以上のシステムおよび機器の支援により実行される。
【０１７４】
　上述のことは、本発明の好適な実施例の完全な記載であるが、様々な代替物、修正およ
び等価物を使用することが可能である。従って、現在の発明の範囲は、上記の記載を参照
して決定されるべきではなく、添付の特許請求の範囲、およびそれらの等価物の完全な範
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囲を参照して決定されるべきである。好適であるか、またはないかに関わらず、任意の特
徴が、好適であるか、またはないかに関わらず、他の特徴と組み合わされ得る。「ｍｅａ
ｎｓ　ｆｏｒ（ための手段）」の語句を使用して、所定の請求項が明確に言明されていな
い限り、添付された請求項は、手段プラス機能の限定を含むものとは解釈されない。本明
細書の記載、以下の特許請求範囲の全体を通して用いられるように、「ａ（１つ）」「ａ
ｎ（１つ）」「ｔｈｅ（前記の）」は、文脈において明白に示さない限り、複数の意味を
含むことを理解されたい。更に、本明細書の記載、および以下の特許請求の範囲の全体を
通して用いられる、「ｉｎ（～の中に）」の意味は、文脈で明白に示されない限り、「ｉ
ｎ（～の中に）」、および「ｏｎ（～の上に）」を含む。更に、本明細書において、及び
それに続く特許請求の範囲の全てを通じて用いられる、用語「ｉｎｃｌｕｄｅ」および「
ｃｏｎｔａｉｎ」には制限がなく、および追加的な列挙されていない要素または方法のス
テップを除外しない。最後に、更に、本明細書の記載、および以下の特許請求の範囲の全
体を通して用いられる、「ａｎｄ（および）」、「ｏｒ（または）」の意味は、文脈で明
白に示されない限り、接続詞および離接的接続詞を含み、交換可能に使用され得る。従っ
て、文脈で明白に指示しない限り、文脈の中で「ａｎｄ（および）」、または「ｏｒ（ま
たは）」という用語が使用される場合、そのような接続の使用法は「および／ｏｒ（およ
び／または）」を除外しない。

【図３】
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摘要(译)

提供了一种用于基于位置创建对象的生理历史的方法，系统，装置和计
算机可读介质。该方法可以包括借助于处理器，通过将受试者的地理位
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理历史。可以在受试者上或借助于与受试者相关联的地理定位信息系统
获取地理位置信息数据。外在数据可以是受试者的地理位置的环境条
件，或者可以与其相关。
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